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《プロフィール》 

創  立  昭和26年8月 

本  店  広島市中区大手町二丁目9番6号 

業  務  金融(貯金・貸出・決済)業務 

会員数  普通出資会員81(正会員80  准会員1)、優先出資者2 

役員数  常勤役員3名  非常勤役員13名 

代表理事会長 宝沢 了司 

職員数  49名 

店舗数  本支店 7店舗 

   代理店27店舗(支所1を含む) 

出資金  920百万円 

貯 金 残 高       77,192百万円（平均残高  72,110百万円） 

貸出金残高  24,119百万円（平均残高  24,436百万円） 

単体自己資本比率 13.6％ 

(平成26年3月末現在) 

 

 

 

 

《 会  章 》 

マリンバンク信漁連の頭文字ＭとＳ、それと海上の波と空を図案化。 

事業の信頼性をブルーで表現し、広がる海の広さは事業フィールド

を表します。また3本の線は、組合員、組合、信漁連を意味し、統

合によってそれぞれが一体となって支え合う姿を表現しています。 

シンボルマーク 

漁協系統では21世紀にふさわしい新しいイメージを構築し、内外に

アピールするため、統一呼称｢ＪＦ(ジェイエフ)｣とシンボルマーク

を使用・展開しております。 

ＪＦマークは21世紀の漁協系統(ＪＦグループ)の新しい改革の波

を連想させ、躍動感ある波は組織の活力を表現しています。 

系統シンボルマーク 

※ 本会では、ＪＦマークが決定される以前よりＣＩを導入して｢ＭＳ｣の

コーポレートマークを使用しております。組合員等の皆様にマリンバ

ンクの呼称とともに、広く親しみを持っていただいていますこのマー

クで今後も事業の展開をはかっていきたいと存じます。 
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オプション取引の時価情報 

 
 

※ 本冊子は、水産業協同組合法第58条の3(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)に基

づいて作成したディスクロージャー資料です。 

※ 計数は、原則として単位未満切り捨てのうえ表示しています。よって、内訳と計は必ずし

も一致しません。また、単位未満の計数がある場合には｢0｣、皆無や当該計数がない場合は

スペースとするか、または｢－｣で表示しています。 
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ご あ い さ つ                     

 

 平素より、私ども広島県信用漁業協同組合連合会(呼称 マリンバンク広島信漁連)をご利用い

ただきまして誠に有り難うございます。 

 さて、例年のとおり本会の業務内容、活動状況等を皆様にご紹介するディスクロージャー誌

の平成25年度版を作成いたしました。 

これにより、本会に対するご理解を一層深めていただければ幸いに存じます。 

社会、金融環境が激変する昨今、本会は「国民の水産食糧安定供給を担う浜の金融機関」と

しての使命の重大さを認識し、皆様方の負託に応えられるよう全力を傾注する所存でございま

すので、今後ともなお一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

経営方針 

 

漁業のくらし・経営を支え、「浜」の人々に貢献するとともに、最も信頼される組織を目指

します。 

そのために、社会的貢献と漁業貢献および安定的な収益構造を確保することを基本的方向性

とし、経営の基本方針を次のとおりとしております。 

 

 １）漁協系統の一員として、漁業者の経営の安定と所得の向上に幅広く貢献する。 

２）安定的な収益確保とリスク分散のため、漁業者はもちろん地域全体に貢献する職能

的地域金融機関の機能を発揮する。 

３) ｢浜｣で信頼される金融機関として、財務基盤の強化により安全性・信頼性を維持拡大

する。 

 

また、農林中央金庫を中心とした「ＪＦマリンバンク基本方針」に基づく「あんしん体制（漁

協系統信用事業安定運営責任体制）」に従って、体制整備をすすめることといたします。（Ｐ4

参照） 
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ト ピ ッ ク ス 

 

貯蓄推進キャンペーン 

年金口座獲得キャンペーン （25. 5. 1～25. 9.31） 

夏期貯蓄推進キャンペーン（25. 7. 1～25. 8.15） 

歳末貯蓄推進キャンペーン（25.11.15～25.12.30） 

年度末貯蓄推進キャンペーン（26. 2.25～26. 3.31） 

「お魚をふやそう定期貯金」放流事業 

 25年7月20日 呉市音戸町他4地区 ヒラメ54,200尾放流 

 

マリン会員様向けイベント 

観光漁体験 

25年10月12日 マリン会員様に底びき網観光漁を体験していただきました。 

 

 

 

社会的責任と貢献活動 

 

  生物の命の源といえる「海」の金融機関として、長年その役割を果たしてきたことから「マ

リンバンク」と呼ばれるようになり親しまれております。 

 本会は、会員(漁協等)、組合員並びに地域の皆様に安心してご利用をしていただける信頼性

の高い金融機関として社会的及び公共的責務を果たすことはもとより、信用事業を通して漁業

の発展、地域の振興、活性化に貢献しております。 

 また、漁業貢献活動として、「お魚を増やそう定期貯金」によりヒラメ25千尾の放流を実施、

地元魚介類の地産地消を進めるため朝市・直販所の開設に協力などしております。 

  

 

事 業 の 内 容                             

 

 信漁連は、水産業協同組合法に基づいて設立された金融機関で、固有の事業として、貯金、

融資（貸出）、為替など銀行と同じ業務を行っています。 

 これらの事業を通じて、会員及びその組合員等からお金を預かって、これを農林中央金庫へ

再預け入れしたり、この貯金を原資にして資金を必要とする会員等に融資をしたり、また、会

員等の漁獲物の販売代金等の回収や資金決済のための為替業務を行うことにより、漁業者、漁

協、信漁連、農林中央金庫を有機的に結び付け、漁業系統の大きな力となっています。 

 また、浜を中心とした地域の金融機関として、貯金及び生活ローンの対応などで地元に貢献

しております。 
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浜のくらしを応援するマリンバンクの便利なサービス 

  マリンバンクは、全国各地の漁協、信漁連、全漁連、農林中央金庫からなる全国ネットのグ

ループで、それぞれが役割を発揮することで浜のくらしを金融面から応援しています。 

 

  系統組織の仕組み 
 

 

 

 

 

 
貯 金 

 

貸 出 
 

出 資 

貯 金 

  
預け金 

出  資 
 

 

 

出  資 

 

(浜)  (都道府県)  (全  国) 

 

1.  全国で利用できる「キャッシュカード」サービス 

  全国の他金融機関、セブンイレブン（セブン銀行）、ローソン、イーネット（ファミリー

マート、サークルＫサンクスなど）のＡＴＭがご利用いただけます。 

○ご利用いただけるお取引 

金融機関名 
残高 

照会 

払い 

戻し 

預け 

入れ 
利用時間※ 

マリンバンク･信漁連 ○ ○ ○ 
[平日] 9：00～18：00(一部店舗17：00) 

[平日以外] × 

ＪＡ・信農連 

農林中央金庫 
○ ○ × 

[平日] 

 8：00～21：00 

 

[平日以外] 

 9：00～17：00 

銀行・信金・信組 ○ ○ × 

ゆうちょ銀行 ○ ○ ○ 

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ(ｾﾌﾞﾝ銀行) 

ﾛｰｿﾝ､ｲｰﾈｯﾄ 
○ ○ ○ 

 ※店舗･時間帯によってはご利用できない場合もありますのでご確認下さい。 

 

2.  24時間いつでも利用できる「ＪＦマリンネットバンク」サービス 

  本会の窓口やＡＴＭに出向くことなく、お手持ちのインターネットに接続されているパソ

コンや携帯電話を利用して、平日、休日を問わず、振込、振替、残高照会及び入出金明細照

会などの各種サービスが24時間ご利用いただけます。 

 

3.  毎月自動振込「年金の受取り」サービス 

  支払日ごとに受け取る年金が口座に自動的に入金されます。 

 

4.  手間がかからない「公共料金の支払い」サービス 

  電気、電話、新聞などの公共料金を支払いするためにわざわざ窓口に出向くことなく、口

座から自動的に振替できます。 

 

5.  近くに店舗がなくても大丈夫「ローン返済口座集金」サービス 

  普段お使いの金融機関(都銀、地銀、ゆうちょ銀行、信金、農協)口座より、毎月のローン

を無料で自動引落としするサービスです。自宅や会社の近くにマリンバンクの店舗がない方

にご利用いただけます。 

組合員・利用者 

漁        協 

 

信

漁

連 

農 林 中 央 金 庫 

全 漁 連 
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浜のくらしを守る全国ネットの「マリンバンク安心システム」の取組み 

  「マリンバンク安心システム」とは、全国の信用事業(金融業務)を行う漁協、信漁連、農林

中央金庫が一体となって強い組織づくりを目指し、お客様から預かった貯金をしっかり守ると

ともに、浜のくらしに密着した金融機能を提供していく仕組みのことです。 

1.   漁協系統の全国機関でもある農林中央金庫は、わが国でもトップクラスの格付けを持ち、

「マリンバンク安心システム」を中心となって支えています。漁協・信漁連は農林中央金

庫の指導のもと、法令やＪＦマリンバンク基本方針（※系統自らが定めたルール)を守るこ

とにより、経営の健全性の確保に努めています。 

・ 農林中央金庫の経営状況(平成26年3月末現在) 

 

・ 世界2大格付機関による農林中央金庫の格付け(平成26年3月末現在) 

農林中央金庫は世界的に権威のある格付機関 

2社において高い格付け評価を得ています。 

2.   より安全な金融機関としてお客様に安心してご利用いただくために、セーフティーネッ

トを構築しています。 

  まず、公的制度である「貯金保険制度」。万が一漁協、信漁連などが経営破綻して貯金

の払戻しができなくなった場合などに貯金を一定の範囲で保護する制度です。 

  そして、グループ全体で経営健全性を確保する「破綻未然防止に関するルール」。グル

ープによる経営チェック、組織強化を行い、必要があれば、農林中央金庫の要請のもと法

律に基づいて設立された「ジェイエフマリンバンク支援協会」による再編・強化の支援が

行われ、万全の貯金者保護に備えています。 

 

  ＋  

 

※   漁協系統で定めた「ＪＦマリンバンク基本方針」を本会の役職員1人1人が自覚を持ち、守

り実践していきます。 

  具体的には、経営状況のチェック(モニタリング)による問題点の早い段階での発見と経営

改善に努めます。 

 

 

   

 

    

        

        

業務の健全性･適切性に関す

るルール 
 破綻未然防止に関するルー

ル 
 再編・強化の支援に関する

ルール 

･法令、系統内ルールの遵守 

･経営体制、リスク管理体制の整備 

 ･経営状況のチェック 

･経営改善、組織再編 

 ･ＪＦマリンバンク支援協会 

  の支援 

 

自己資本の充実への取組み 

  平成10年4月より｢早期是正措置制度」が施行され、国内金融機関の自己資本比率は4％以上と

基準化されています。また、平成15年1月より導入の｢ＪＦマリンバンク基本方針｣においては、

その基準は8％となっております。 

  本会は激変する金融情勢の中、自己資本比率の安定確保が金融機関の最も重要な経営指標で

あると位置付け、自己資本の充実に取り組んでいます。 

  平成26年3月末における本会の自己資本比率は13.6％であり、高い水準にあります。 

資   金   量 52兆8,401億円 

純 資 産 額 5兆9,765億円 

自己資本比率  25.2％ 

ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ社 Ａ1 

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ＆ﾌﾟｱｰｽﾞ社 Ａ+ 

破綻未然防止に関する

ルール(あんしん体制) 

貯金保険制度 

ＪＦマリンバンクの基本方針の3つルール 
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商品・サービスのご案内 

 

貯金業務 

 会員並びに組合員はもちろん水産業関連団体、地域住民の皆様や事業主の皆様からの貯金を

お預かりしています。 

 普通貯金、スーパー定期、変動金利定期貯金、定期積金など、目的・期間・金額に合わせた

商品をご用意しております。 

 

■貯金の種類                         

                                                     （平成26年3月末現在） 

種   類 期 間 年 利 率 最低預入額 

自 由 金 利 型 定 期 貯 金                           

（ 大 口 定 期 ）                 

1ヵ月以上 

5年以内 

  預入期間等によって 

  個別に設定 
 1,000万円 

自 由 金 利 型 定 期 貯 金                           

（スーパー定期） 

1ヵ月以上 

5年以内 

  預入期間等によって 

  個別に設定 
        1円 

自由金利型期日指定定期貯金 
最長3年 

(据置期間1年) 

  預入期間によって 

  個別に設定 
      1円 

変 動 金 利 定 期 貯 金                           1年･2年･3年 
  預入期間等によって 

  個別に設定 
       1円 

貯 蓄 貯 金 定めなし 
  基準残高等によって 

  個別に設定 
       1円 

定  期  積  金 
6ヵ月以上 

7年以内 

3年未満0.05％ 

3年以上0.15％ 
      100円 

普 通 貯 金 定めなし 0.02％        1円 

決済用普通貯金 定めなし 無利息        1円 

別 段 貯 金 定めなし 0.02％以下        1円 

通 知 貯 金 7日間以上 0.02％      1万円 
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貸出業務 

  会員または組合員への融資をはじめ、地域住民の皆様の暮らしに関する生活ローンなど必要

な資金をご融資しています。 

 また、地方公共団体、水産関連産業などへもご融資し、地域経済の質的向上・発展に貢献し

ています。さらに、住宅金融支援機構、日本政策金融公庫等の融資の申込みのお取次ぎもして

います。 

 

■貸出商品一覧表 

（平成26年3月末現在） 

種  類 資金使途 貸出金額 期  間 

運
転
資
金 

営 漁 ロ ー ン 資材購入・人件費等 
500万円(合算) 

以内 
5年以内 

普 通 資 金                 一般運転 
融資機関の 

定めによる 
原則1年以内 

設

備

資

金 

漁業近代化資金                 
漁船建造・改造 

作業場新築等 

養殖法人 

 1億8千万円以内 

その他の者 

 9千万円以内 

法で定めた期間 

営 漁 ロ －  ン  同 上 
500万円(合算) 

以内 
7年以内 

普 通 資 金                 一般設備 
融資機関の 

定めによる 
1年以上35年以内 

生

活

資

金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

マイカーローン                 

マイカー購入資金・修理・

車検・免許取得・他社オー

トローン借換 

500万円以内 8年以内 

リフォームローン 

増改築資金 

住宅購入等に関する 

諸費用 

1,000万円以内 15年以内 

教 育 ロ ー ン                 
入学金、授業料 

下宿代等の費用 
500万円以内 13年以内 

その他目的ローン 
上記ローン以外の 

資金使途 
300万円以内 7年以内 

フリーローン 
自由(事業資金･旧債務 

の返済資金は除く) 
100万円以内 5年以内 

カードローン 同  上 
30万円(取引状況 

により増枠申請 

受付可) 
1年毎に更新 

住 宅 ロ ー ン                 

住宅新・改・増築 

宅地造成・購入・他社住

宅ローン借換 

5,000万円以内   35年以内 
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為替、その他サービス業務 
 

  代金の支払いなど、現金で受払いをしていたものを、口座の入出金により本会がお客様に代

わって決済するもので、お客様の利便性を図るうえでの重要な業務となっています。 

 

為替、その他サービス業務の種類 

（１）為  替  

  国内為替による｢振込｣、｢送金｣、｢代金取立｣を行っています。 

（２）口座振替  

  電気・水道・電話などの公共料金等について、利用者の貯金口座から自動的に引き

落とし、収納機関への納入を行っています。 

（３）口座振込   

  水揚代金や国民年金・厚生年金などの各種年金、給与等について、本人指定の貯金

口座に自動的に入金しています。 

（４）マリンクレジットカード 

  国内外の加盟店で利用できる｢三菱ＵＦＪニコスカード｣を取り扱っています。 

（５）キャッシュカードサービス 

  マリンバンクのキャッシュカードを使って、全国の漁協・信漁連だけでなくすべて

の金融機関でキャッシュサービスを受けることができます。 

※ マリンバンクのキャッシュカードでＪＡ系統、セブン銀行だけでなくすべての金融

機関のＡＴＭを利用された際に手数料が発生した場合、翌月一括キャッシュバック

により実質無料となっております。 

※ 平成25年11月よりローソン、ファミリーマート、サークルＫサンクスなどのコンビ

ニＡＴＭでの入出金が可能となっております。 

 

 

商品利用の留意事項 
 

 本会では、お客様が貯金等の商品を利用される場合は顧客保護の観点から、当該商品の契約

の内容及び信用事業に係る重要な事項等について説明及び情報の提供を行っています。 

①主要な貯金・定期積金の金利の店頭での表示 

②手数料の一覧表の掲示または備え置き 

③取り扱う貯金商品のうち貯金保険の対象となるものの明示 

④商品内容全般に対する情報提供（お客様の求めに応じた説明による） 

───商品名、販売対象、期間（自動継続扱いの有無を含む）、受入方法（受入方法、最

低受入金額、受入単位等）、払戻（支払）方法、利息（利率設定方法、利率表示場

所、利払い頻度、計算方法等）、手数料、付加できる特約事項（総合口座の担保差

入れ、自動集計サービス等）、中途解約時の取扱い（解約利率、手数料等の計算方

法を含む）、その他参考となる事項───      

 ⑤変動金利貯金の基準とされている指標及び一定の利率設定方法が定められている場合は  

  その方法及び金利情報の適切な提供 
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業        績 

 

 

わが国の経済は、2012年12月に発足した安倍内閣による「大胆な金融緩和」「機動的な財政

政策」「民間投資を喚起する成長戦略」のいわゆる「3本の矢」と称されるアベノミクスの本格

始動によって、歴史的な円高局面からの転換と株価の持ち直しが始まり、更には復興需要に加

えて東京オリンピックが決定したこともあり回復に向いました。 

  金融環境については、アベノミクスの具体的な政策として、日銀はデフレ脱却に向け異次

元緩和の導入を行い、金利低下による金融機関の貸出金利競争はますます激しくなりました。 

  漁協系統信用事業においては、「マリンバンク基本方針」の内容が厳格に実施されること

になり、本県としても、これに対応し店舗機能再構築にも取り組みました。 

 漁業をめぐる情勢につきましては、総じて燃油や資材の価格高騰が魚価に反映されない状況

の中、政権与党に対し燃油高騰対策を要請し緊急対策が実施されましたが、厳しい漁業経営環

境は依然として続いております。 

本県の漁業情勢につきましては、漁業就業者の高齢化と減少による漁業基盤の縮小が依然と

して続いておりますが、主幹漁業である牡蛎養殖業は、貝毒による被害はなかったものの秋以

降身入り不良が見られ、全体的にはほぼ前年並みであったものと思われます。いわし網は単価

安、のり養殖業においても色落ちなどにより昨年度を大きく下回る水揚高となりました。 

こうした環境下で、第６次中期経営基本計画の最終年度として事業展開を行った結果、貯金

は周年に亘る営業推進、系統大口貯金などにより計画を大きく上回りましたが、貸付は激しい

金融機関競争のため平均残高は計画を上回ったものの期末残高は計画を達成することができま

せんでした。 

事業収支状況につきましては、貯貸率および貸出金利の低下による減収をアベノミクスによ

る恵まれた環境下での有価証券運用等で十分に補うことができ、当期剰余金は218百万円と対前

年度比41％の増益となりました。(計画：84百万円) 自己資本比率につきましては、事業の大

幅な伸張によるリスクアセット等の増加により、約0.6ポイント下がり13.6％となりました。 
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25年3月末 26年3月末 25年3月末 26年3月末

358 413 70,704 77,191

38,879 45,969 1 4

38,568 45,630 11,914 11,920

311 338 1 1

7,803 8,462 200 200

国 債 1,269 1,765 287 124

地 方 債 426 618 56,297 62,930

社 債 2,633 2,849 51 57

外 国 証 券 2,255 1,838 1,950 1,953

株 式 218 300 620 944

受 益 証 券 670 722 400 676

投 資 証 券 329 367 48 67

24,956 24,119 10 8

手 形 貸 付 金 2,057 2,042 75 83

証 書 貸 付 金 21,427 20,727 11 11

720 599 72 97

750 750 142 121

204 167 14 14

3 6 76 50

126 85 51 56

74 76 69 76

544 562 61 61

539 556 1 -

5 5 71,599 78,397

2,338 2,369

2,185 2,216 2,985 3,167

152 152 903 919

- - 2,081 2,274

1 - 695 726

△ 82 △ 77 1,385 1,547

1,211 1,309

特 別 積 立 金 1,211 1,309

174 238

154 218

419 421

257 260

161 161

3,404 3,589

75,004 81,986 75,004 81,986資産の部合計 負債及び純資産の部合計

(単位：百万円)

土 地 再 評 価 差 額 金

純 資 産 の 部 合 計

（ う ち 当 期 剰 余 金 ）

評 価 ･ 換 算 差 額 等

その他有価証券評価差額金

当 期 未 処 分 剰 余 金

貸 倒 引 当 金 そ の 他 利 益 剰 余 金

任 意 積 立 金

系 統 出 資 会 員 資 本

出 資 金系 統 外 出 資

利 益 準 備 金

繰 延 税 金 資 産 利 益 剰 余 金

債 務 保 証 見 返

(  純 資 産 の 部  )外 部 出 資

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

再評価に係る繰延税金負債

債 務 保 証有 形 固 定 資 産

未 収 収 益

そ の 他 の 資 産

無 形 固 定 資 産

当 座 貸 越

金 融 機 関 貸 付

負　債　の　部　合　計

繰 延 税 金 負 債

未 決 済 為 替 貸

固 定 資 産

賞 与 引 当 金そ の 他 資 産

諸 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

未 決 済 為 替 借

未 払 費 用

前 受 収 益

そ の 他 の 負 債

通 知 貯 金

別 段 貯 金

有 価 証 券

貸 出 金

定 期 貯 金

積 立 定 期 貯 金

定 期 積 金

そ の 他 負 債

貸 付 留 保 金

未 払 法 人 税 等

系 統 預 け 金 普 通 貯 金

系 統 外 預 け 金 貯 蓄 貯 金

現 金 貯 金

預 け 金 当 座 貯 金

科      目 科      目

(  資 産 の 部  ) (  負 債 の 部  )

資                  産 負  債  及  び  純  資　産

貸　借　対　照　表
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（単位：百万円）

損　失　の　部 24年度 25年度 利　益　の　部 24年度 25年度

763 805 971 1,108

153 176 842 890

貯 金 利 息 147 161 貸 出 金 利 息 501 494
支 払 雑 利 息 3 12 預 け 金 利 息 22 17
支 払 奨 励 金 2 1 有 価 証 券 利 息 配 当 金 117 148

165 170 受 入 雑 利 息 0 0

内 国 為 替 支 払 手 数 料 2 2 受 取 奨 励 金 197 215
そ の 他 支 払 手 数 料 159 164 受 取 特 別 配 当 金 3 14
そ の 他 役 務 取 引 等 費 用 3 3 17 17

64 58 内 国 為 替 受 入 手 数 料 13 13
融 資 保 険 料 24 25 そ の 他 受 入 手 数 料 3 3

支 払 助 成 金 3 5 そ の 他 役 務 取 引 等 収 益 0 0

国 債 等 債 券 売 却 損 0 2 65 76

国 債 等 債 券 償 還 損 15 5 受 取 出 資 配 当 金 21 40
国 債 等 債 券 償 却 － － 国 債 等 債 券 売 却 益 38 25

事 業 推 進 費 19 19 国 債 等 債 券 償 還 益 6 10

360 376 46 123

19 24 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 0 4

株 式 等 売 却 損 19 24 株 式 等 売 却 益 21 93
そ の 他 の 経 常 費 用 0 0 そ の 他 の 経 常 収 益 24 26

207 302 － －

0 0

固 定 資 産 処 分 損 0 0
207 303

58 79
▲ 5 6
154 218

20 20

174 238

971 1,108 971 1,108

(注)消費税の会計処理は、税込方式によっております。

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 事 業 収 益

そ の 他 経 常 収 益

(▲ は 当 期 未 処 理 損 失 金 )

前 期 繰 越 剰 余 金

当 期 未 処 分 剰 余 金

特 別 利 益

合       計合       計

特 別 損 失

税 引 前 当 期 利 益

法 人 税 等 調 整 額

(▲ は 当 期 損 失 金 )
当 期 剰 余 金

(▲ は 税 引 前 当 期 損 失 )
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

損　益　計　算　書

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 事 業 費 用

経 常 利 益

(▲ は 経 常 損 失 )

事 業 管 理 費

そ の 他 経 常 費 用
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注  記  表 

Ⅰ．継続組合の前提に関する注記 

該当ありません。 

 

Ⅱ．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

１．有価証券の評価基準及び評価方法は以下のとおりです。 

 有価証券（外部出資含む）の評価は以下のとおりです。 

 1）満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）によっております。 

 2）市場価格のあるその他有価証券については、時価法です。 

 3）その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

２．貯蔵品の評価基準及び評価方法は以下のとおりです。 

 貯蔵品にかかる評価は、最終仕入原価法による原価法です。 

３．固定資産の減価償却の方法は以下のとおりです。 

(1)有形固定資産 

 1）減価償却資産の償却方法は定率法です。 

2）取得価額10万円以上20万円未満の一括償却資産については、3年間で均等償却を行っております。 

 3）平成15年4月1日以降に取得した30万円未満の少額減価償却資産については取得時に費用処理しております。 

 4）耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。 

(2)無形固定資産 

 1）当会利用ソフトウェアについては、当会における利用見込可能期間（5年）に基づく定額法により償却してお

ります。 

４．引当金の計上方法は以下のとおりです。 

1）貸倒引当金は、資産自己査定実施要領、経理規程及び貸倒償却及び貸倒引当金の計上基準に則り、以下のとおり

計上しております。 

破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という）に係る債権及び

それと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という）に係る債権については、担保の処分可能見込額

及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。 

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破

綻懸念先」という）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額

を控除し、その残額のうち債務者の支払能力を総合的に判断し、必要と認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき算定した額

と税法基準に基づき算定した繰入限度額とを比較し、いずれか多い額（当年度は税法基準を採用）を計上してお

ります。 

すべての債権は、資産自己査定実施要領に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した

資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当てを行っております。 

2）退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、必要額を計

上しております。 

3）賞与引当金は、職員への賞与支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属

する額を計上しております。 
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4）役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金支出に備えるため、支給規程に基づく事業年度末の要支給額を計上

しております。 

５．リース取引の処理方法は以下のとおりです。 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性の乏しいものについては、通常の賃貸借取引に準じた

会計処理によっております。 

６．消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式です。 

 

Ⅲ．会計方針の変更に関する注記 

該当する重要な事項はありません。 

 

Ⅳ．表示方法の変更に関する注記 

該当する重要な事項はありません。 

 

Ⅴ．会計上の見積りの変更に関する注記 

該当する重要な事項はありません。 

 

Ⅵ．誤謬の訂正に関する注記 

 該当する重要な事項はありません。 

 

Ⅶ．貸借対照表に関する注記 

１．固定資産の減価償却累計額は383,646,787円です。 

２．担保に供している資産は次のとおりです。 

 担保に供している資産 

系統預け金   1,300,000,000円 

 担保資産に対応する債務 

  為替資金決済    2,084,680円 

３．理事、監事に対する金銭債権の総額は112,026,319円です。 

４．理事、監事に対する金銭債務の総額は 0円です。(貯金を除く) 

５．リスク管理債権の内訳 

 1）貸出金のうち、破綻先債権額は 0円、延滞債権額は155,051,800円です。 

    なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は

利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除

く。以下、｢未収利息不計上貸出金｣という)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号の

イからホまでに揚げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものです。また、延滞債権とは、未収利

息不計上貸出金であって､破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予

したもの以外のものです。 

 2）貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額は 7,418,886円です。 

なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞している貸出金で、

破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。 
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 3）貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 0円です。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払

猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権

及び3カ月以上延滞債権に該当しないものです。 

 4）破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は162,470,686円です。 

なお、上記1)から4)に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。 

６．当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限

り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は81

9,709,756円であります。このうち原契約期間が1年以内のもの（または任意の時期に無条件で取消可能なもの）

が819,709,756円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずし

も将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、

債権の保全及びその他相当の事由があるときは、実行申し込みを受けた融資の拒絶または契約極度額の減額をす

ることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保

の提供を受けるほか、契約後も定期的に予め定めている内部手続きに基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じ

て契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

７．土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号) 及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正

する法律」（平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該再評価差額に係る

税金相当額を｢再評価に係る繰延税金負債｣として負債の部に計上し、これを控除した金額を｢土地再評価差額金｣

として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日   平成11年3月31日 

同法律第3条第3項に定める再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布､政令第119号)第2条第3号に定める「固定資産税評価額

(市町村が定める地価)」の地価を基準に算出しております。 

 土地の再評価に関する法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当年度末における時価の合計額と、

当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額は△ 142,399,037円です。 

 

Ⅷ．損益計算書に関する注記 

 該当する重要な事項はありません。 

 

Ⅸ．金融商品に関する注記 

１. 金融商品の状況に関する事項 

1) 金融商品に対する取組方針 

    当会は、広島県を事業区域として、地元の漁業者等が組合員となっている各地のＪＦが会員となって運営され

ている協同組織金融機関であり、主に会員及びその組合員（以下、所属員という）に対して貯金の受入れや事業

資金の貸付等の信用事業を行っており、これに伴う金融商品を有しております。 

当会は貯金を原資として、資金を必要とする所属員等に貸付を行っております。また、残った資金は農林中金

に預け入れるほか、国債や地方債等の債券、投資信託、株式等の有価証券による運用を行っております。 

2) 金融商品の内容及びそのリスク 
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当会が保有する金融資産は、取引先等に対する貸出金及び有価証券であり、貸出金は顧客の契約不履行によっ

てもたらされる信用リスクに晒されております。決算日現在における貸出金のうち、33.4％は水産業に対するも

のであり、当該水産業をめぐる経済環境等の状況の変化により、契約条件に従った債務履行がなされない可能性

があります。また、有価証券は主に債券、株式及び投資信託であり、満期保有目的、純投資目的及び事業推進目

的で保有しております。これらは、発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒され

ております。 

3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

当会は、個別の重要案件または大口案件については、理事会において対応方針を決定しています。また、通常

の貸出取引については、本店に審査課を設置し、各支店との連携を図りながら与信審査を行っております。審査

にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格

な審査基準を設けて、与信判定を行っております。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、資

産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については、管理・回収方針を作成・実施し、資産の健全化に取

り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については、貸倒償却及び貸倒引当金の計上基準に基

づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めております。 

有価証券の発行体の信用リスクに関しては、資金運用課及び総務課において信用情報や時価の把握を定期的に

行うこととしております。 

② 市場リスクの管理 

当会では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確に管理することにより、収益化及び財務の

安定化を図っております。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、

資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めて

おります。 

とりわけ有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当会の保有有価証券ポート

フォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ委

員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っております。運用部門は、理事会で決定した運

用方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買を行っています。運用部門が行った取

引については、リスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし、定期的にリスク量の測定を行い、

経営層に報告しております。 

当会で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品であります。当会において、主要な

リスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「預け金」、「貸出金」、「有価証券」、「貯

金」です。 

当会では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を用いた経

済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しております。 

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当年度末現在、指標となる金利が0.5％上昇したもの

と想定した場合には、経済価値が159,691,584円減少するものと把握しております。 

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を考

慮しておりません。また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生

じる可能性があります。 



 

- 15 -  

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当会は、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し安定的な流動性の確保に努

めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行ううえで重要な要素と位置付け、商品毎に異な

る流動性を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っております。 

4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提

条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成26年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を

把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。 

(単位：円)  

 貸借対照表計上額 時 価 差 額 

(1) 現金 413,025,059 413,025,059 0 

(2) 預け金 45,969,259,653 45,969,264,569 4,916 

(3) 有価証券 8,462,297,852 8,412,520,252 △49,777,600  

満期保有目的の債券 3,504,226,845 3,454,449,245 △49,777,600  

その他有価証券 4,958,071,007 4,958,071,007 0 

(4) 貸出金 24,119,372,215   

貸倒引当金(*) △77,804,468    

 24,041,567,747 25,129,512,525 1,087,944,778 

資 産 計 78,886,150,311 79,924,322,405 1,038,172,094 

(1) 貯 金 77,191,771,456 77,425,524,775 233,753,319 

負 債 計 77,191,771,456 77,425,524,775 233,753,319 

(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

 

３．金融商品の時価の算定方法 

資 産 

1) 預け金 

満期のない預け金及び満期のある変動金利の預け金については、短期間で市場金利を反映するため、当該帳簿

価額によっております。 

満期のある固定金利の預け金については、期間に基づく区分毎に、新規に預け入れた場合に想定される預金金

利で元利金の合計額を割り引いた現在価値を算定しております。 

2) 有価証券 

株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっており

ます。投資信託については、公表されている基準価格によっております。 

3) 貸出金 

貸出金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異
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なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。 

一方、固定金利のうち証書貸付金によるものは、回収見込額等に基づいて貸倒引当金を計上しているため、時

価は、貸出金の期間に基づく区分毎に、元利金の合計額を貨幣の時間価値のみを反映した無リスクの利子率であ

るＬＩＢＯＲ・円ＳＷＡＰレートで割り引いた額から決算日現在の貸倒引当金を控除して時価に代わる金額とし

て算定しております。このとき、貸借対照表に計上されている、分割実行案件の未実行額については、簿価で上

記の金額に合算して時価に代わる金額としております。 

上記以外の手形貸付金については、短期間で償還されることから、時価は簿価と近似しているものと想定され

るため、帳簿価額を時価としております。 

また、延滞口座、特殊回収口座、期限の利益喪失口座については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値、

または、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸

借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。 

なお、貸出金のうち、当該貸付を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものに

ついては、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額

を時価としております。 

負 債 

1) 貯 金 

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。 

変動金利の定期貯金については、短期間で市場金利を反映するため、当該帳簿価額によっております。 

また、固定金利の定期貯金の時価は、一定の期間毎に区分して、将来のキャッシュ･フローを割り引いて現在

価値を算定しております。その割引率は、決算日時点で新規に貯金を受け入れる際に使用する利率を用いており

ます。 

４．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、２．の金融商品の時価情報には

含まれておりません。 

（単位：円） 

区  分 貸借対照表計上額 

① 系統出資(*) 2,216,880,000 

② 系統外出資(*) 152,410,000 

合  計 2,369,290,000 

(*) 系統出資、系統外出資については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること

から時価開示の対象とはしておりません。 

５．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

                                                           (単位：円) 

 
1年以内 

1年超 

2年以内 

2年超 

3年以内 

3年超 

4年以内 

預け金 45,969,259,653 0 0 0 

有価証券 713,409,500 257,545,000 153,999,000 315,023,000 

満期保有目的の債券 599,999,500 100,000,000 0 200,000,000 

その他有価証券の 113,410,000 157,545,000 153,999,000 115,023,000 
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うち満期があるもの 

貸出金(*) 4,643,604,044 1,867,872,430 2,259,432,787 1,835,340,783 

合  計 51,326,273,197 2,125,417,430 2,413,431,787 2,150,363,783 

 

 4年超 

5年以内 
5年超 

預け金 0 0 

有価証券 554,174,924 5,466,947,926 

満期保有目的の債券 200,836,924 2,403,390,421 

その他有価証券の 

うち満期があるもの 353,338,000 3,063,557,505 

貸出金(*) 1,809,577,099 11,437,488,404 

合  計 2,363,752,023 16,904,436,330 

(*) 貸出金のうち、延滞口座、特殊回収口座、期限の利益喪失口座等の266,056,668円は、含めておりません。

なお、一部の金融機関向け貸出金750,000,000円は「5年超」に含めております。 

６．貯金の決算日後の返済予定額 

                                                              (単位：円) 

 
1年以内 

1年超 

2年以内 

2年超 

3年以内 

3年超 

4年以内 

4年超 

5年以内 
5年超 

貯金(*) 59,839,163,706 8,498,546,073 6,433,226,940 762,202,234 1,581,866,423 76,766,080 

合 計 59,839,163,706 8,498,546,073 6,433,226,940 762,202,234 1,581,866,423 76,766,080 

(*) 貯金のうち要求払貯金12,251,004,574円については、「1年以内」に含めて開示しております。また、貯金のう

ち定期積金は元金のみ開示し、給付補てん備金については含めておりません。 

 

Ⅹ．有価証券に関する注記 

１．有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりです。これらには、｢国債｣、｢地方債｣、｢社債｣、｢株式｣

等が含まれております。 

 1）満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  貸借対照表計上額 時  価 差  額 

時価が貸借対照表 地 方 債 435,589,408円 445,560,000円 9,970,592円 

計上額を超えるも 社 債 743,496,335円 778,421,885円 34,925,550円 

の 外 国 証 券 399,509,628円 428,494,000円 28,984,372円 

 小 計 1,578,595,371円 1,652,475,885円 73,880,514円 

 

  貸借対照表計上額 時  価 差  額 

時価が貸借対照表 国 債 499,999,500円 499,950,000円 △49,500 円 

計上額を超えない 地 方 債 76,500,600円 70,221,360円 △6,279,240 円 

もの 社 債 100,000,000円 96,130,000円 △3,870,000 円 
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 外国証券 1,249,131,374円 1,135,672,000円 △113,459,374 円 

 小 計 1,925,631,474円 1,801,973,360円 △123,658,114 円 

     

 合 計 3,504,226,845円 3,454,449,245円 △49,777,600 円 

 

2）その他有価証券で時価のあるもの 

 
 取得原価又は 

償却原価 
貸借対照表計上額 評価差額 

貸借対照表計上額 国 債 1,199,915,158円 1,265,190,000円 65,274,842円 

が取得原価又は償 地 方 債 100,000,000円 106,790,000円 6,790,000円 

却原価を超えるも 社 債 1,787,558,777円 1,880,231,000円 92,672,223円 

の 外国証券 180,813,856円 190,228,000円 9,414,144円 

 株  式 176,528,819円 223,121,330円 46,592,511円 

 受益証券 560,333,076円 639,955,641円 79,622,565円 

 投資証券 275,644,113円 346,842,175円 71,198,062円 

 小 計 4,280,793,799円 4,652,358,146円 371,564,347円 

 

 
 取得原価又は 

償却原価 
貸借対照表計上額 評価差額 

貸借対照表計上額 社 債 126,945,411円 125,945,000円 △1,000,411 円 

が取得原価又は償 株  式 82,713,979円 77,157,100円 △5,556,879 円 

却原価を超えない 受益証券 85,208,432円 82,169,636円 △3,038,796 円 

もの 投資証券 22,932,192円 20,441,125円 △2,491,067 円 

 小 計 317,800,014円 305,712,861円 △12,087,153 円 

 

 合 計 4,598,593,813円 4,958,071,007円 359,477,194円 

 

なお、上記の評価差額から繰延税金負債99,431,392円を差し引いた額260,045,802円が、「その他有価証券評価

差額金」に含まれております。 

3）当事業年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。 

4）当事業年度中に売却したその他有価証券は次のとおりです。 

売却額 売却益 売却損 

1,080,984,270円 119,663,021円 32,119,366円 

 

ⅩⅠ．退職給付に関する注記 

１．退職給付債務等の内容は以下のとおりです。 

 1）採用している退職給付制度の概要 

 職員の退職給付に充てるため、退職金規程に基づき、退職一時金制度を採用しております。なお、退職給付引
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当金及び退職給付費用の計上にあたっては「退職給付に係る会計基準」（企業会計審議会平成10年6月16日）に基

づき、簡便法により行っております。 

 2）確定給付制度 

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

     期首における退職給付引当金           76,576,540円 

     退職給付費用                 8,830,800円 

     退職給付の支払額                         △34,513,497円 

期末における退職給付引当金         50,893,843円 

   ② 退職給付債務及び貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 

     非積立型制度の退職給付債務         50,893,843円 

     貸借対照表に計上された負債と資産の純額   50,893,843円 

退職給付引当金               50,893,843円 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額   50,893,843円 

      ③ 退職給付に関連する損益 

     簡便法で計算した退職給付費用         8,830,800円 

２．福利厚生費には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員

共済組合法等を廃止する等の法律附則第57条の規定に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金給付等

の業務に要する費用に充てるため拠出した特例業務負担金2,982,355円を含めて計上しております。 

なお、同組合より示された平成26年3月現在における平成44年3月までの特例業務負担金の将来見込額は 45,676千円とな

っております。 

 

ⅩⅡ．税効果会計に関する注記 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳は次のとおりです。 

 

繰延税金資産 平成26年3月31日現在  

貸倒引当金超過額 1,016,505円  

賞与引当金超過額 3,885,279円  

未払事業税等 4,521,663円  

退職給付引当金超過額 14,077,236円  

役員退職慰労引当金超過額 15,716,412円  

繰延税金資産小計 39,217,095円  

評価性引当額 △ 16,732,917円  

繰延税金資産合計（A） 22,484,178円  

繰延税金負債   

有価証券評価差額金 △ 99,431,392円  

繰延税金負債合計（B） △ 99,431,392円  

繰延税金負債の純額（A+B） 76,947,214円  

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異はありません。 
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３．復興特別法人税の廃止により修正された繰延税金資産および繰延税金負債の金額 

 「所得税の一部を改正する法律」（平成26年法律第十号）が公布され、平成26年４月１日以後に開始する事業年度から

復興特別法人税が課されないこととされました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定

実効税率は、平成26年４月１日に開始する年度に解消が見込まれる一時差異については、前年度の29.4％から27.61％に

変更されました。この税率変更により、繰延税金資産が545千円減少し、法人税等調整額が545千円増加しております。 

 

ⅩⅢ．賃貸等不動産に関する注記 

該当する重要な事項はありません。 

 

ⅩⅣ．リースにより使用する固定資産に関する注記 

該当する重要な事項はありません。 

 

ⅩⅤ．資産除去債務に関する注記 

該当する重要な事項はありません。 

 

ⅩⅥ．重要な後発事象に関する注記 

該当ありません。 

 

ⅩⅦ．その他の注記 

該当ありません。 
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キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）
２４年度末 ２５年度末

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益 207 303

減価償却費 15 22

減損損失 0 0

貸倒引当金の増加額 0 △ 4

退職給付引当金の増加額 7 △ 25

その他の引当金・積立金の増加額 5 4

資金運用収益 △ 842 △ 890

資金調達費用 153 176

有価証券関係損益 △ 31 △ 99

外部出資関係損益 0 0

固定資産処分損益 0 0

貸出金の純増減 △ 929 836

預け金の純増減 △ 4,400 △ 8,400

貯金の純増減 4,126 6,486

教育情報資金 △ 6 △ 7

その他 130 266

資金運用による収入 841 931

資金調達による支出 △ 148 △ 168

小　　計 △ 871 △ 567

法人税等の支払額 △ 60 △ 60

事業活動によるキャッシュ・フロー △ 931 △ 628

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △ 1,877 △ 3,218

有価証券の売却による収入 1,041 1,194

有価証券の償還による収入 994 1,467

固定資産の取得による支出 △ 12 △ 40

固定資産の売却による収入 0 1

外部出資による支出 △ 6 △ 31

外部出資の売却等による収入 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 139 △ 626

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

出資の増額による収入 16 16

出資金の払戻しによる支出 0 0

出資配当金の支払額 △ 17 △ 17

処分未済持分の取得による支出 0 0

処分未済持分の払戻しによる収入 0 0

少数株主への配当金支払額 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 0 0

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △ 791 △ 1,256

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 7,830 7,038

Ⅶ 現金及び現金同等物の当期末残高 7,038 5,782

科　　　　　目
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剰余金処分計算書                             

                                                               （単位：千円） 

 

科    目 

金             額 

24 年 度 25 年 度 

当 期 未 処 分 剰 余 金 174,855 238,946 

剰 余 金 処 分 額 146,322 195,183 

  資 本 準 備 金 

  利 益 準 備 金 

  任 意 積 立 金 

（うち特別積立金） 

  出 資 配 当 金 

(普通出資に対する配当金) 

(後配出資に対する配当金) 

(優先出資に対する配当金) 

     0 

31,000 

98,000 

( 98,000) 

17,322 

(  16,080) 

(     492) 

(    750) 

     0 

44,000 

130,000 

( 130,000) 

21,183 

(  19,519) 

(     913) 

(    750) 

次 期 繰 越 剰 余 金 28,532 43,763 

 

（注）１．普通出資金の配当は年2.5％の割合です。 

          後配出資金の配当は年2.0％の割合です。 

     優先出資金の配当は年1.5％の割合です。 

   ２．任意積立金の種類ごとの積立目的、積立目標額、取崩基準等は次のとおりです。 

特別積立金 将来の損失のてん補又はこの連合会の事業の改善発達のための支出に

充てるため積立てております。 

   ３．次期繰越剰余金に含まれる経営指導・教育情報事業の費用に充てるための繰越額（い

わゆる教育情報資金）は、11,000千円です。 



 

- 23 -  

財務諸表の正確性等にかかる確認 
    

 
確 認 書 

 

 

１． 私は平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度のディスクロージャー誌に記載

した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重要な点において適正に表示されている

ことを確認しました。 

 

２． 当該確認を行うにあたり、財務諸表が適正に作成される以下に体制が整備され、有効に

機能していることを確認しました。 

 

（１） 業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適正に業務を遂行する体制が整備さ

れております。 

 

（２） 業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効性を検

証しており、重要な事項については理事会等に適切に報告されております。 

 

（３） 重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告されております。 

 

 

 

 

 

 

平成26年6月20日 

 

広島県信用漁業協同組合連合会 

 

代表理事会長  宝沢 了司  ㊞ 

謄 本 
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貯     金 
 

種類別・貯金者別貯金残高 

                                 （単位：百万円、％） 

 25年3月末 26年3月末 

 金 額 構成比 金 額 構成比 

当

座

性

貯

金 

当 座 貯 金                     

普 通 貯 金                     

貯 蓄 貯 金                     

通 知 貯 金                     

別 段 貯 金                     

         計 

1 

11,914 

1 

200 

287 

12,405 

0.0 

16.8 

0.0 

0.2 

0.4 

17.5 

4 

11,920 

1 

200 

124 

12,251 

0.0 

15.4 

0.0 

0.2 

0.1 

15.8 

定 

期 

性 

貯 

金 

定 期 貯 金                     

 (うち固定自由金利定期) 

 (うち変動自由金利定期) 

定 期 積 金                     

         計 

56,349 

( 55,006) 

(  1,343) 

1,950 

58,299 

79.6 

(77.7) 

(1.8) 

2.7 

82.4 

62,987 

( 61,858) 

(  1,129) 

1,953 

64,940 

81.5 

(80.1) 

(1.4) 

2.5 

84.1 

合    計    70,704     100.0    77,191     100.0 

貯 

金 

者 

区 

分 

残 

高 

員 会      員 

組合員直接預り 

       計 

8,029 

24,600 

32,629 

11.3 

34.7 

46.1 

11,129 

24,881 

36,010 

14.4 

32.2 

46.6 
内 

員 

 

 

地 方 公 共 団 体                 

金 融 機 関                 

そ の 他                 

       計 

4,861 

0 

33,213 

38,074 

6.8 

0.0 

46.9 

53.8 

5,723 

     0 

35,457 

41,180 

7.4 

0.0 

45.9 

53.3 外 

(注)1.定期性貯金の中の定期貯金には積立定期貯金を含んでおります。 

(注)2.固定自由金利定期：預入時に満期日までの利率が確定する自由金利定期貯金 

(注)3.変動自由金利定期：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する自由金利定期貯金 
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科目別貯金平均残高 

                                      （単位：百万円、％） 

 24年度 25年度 増 減 

 

流 動 性 貯 金        

定 期 性 貯 金        

別 段 貯 金        

 

計 

 

  

10,396( 15.3) 

57,100( 84.5) 

69(  0.1) 

 

67,565(100.0) 

  

10,779( 14.9) 

61,263( 84.9) 

    66(  0.0) 

 

72,109(100.0) 

 

383 

4,163 

△3 

 

4,544 

 

譲 渡 性 貯 金        

 

         

－( － ) 

         

－( － ) 

         

   － 

 

合  計 

 

 

67,565(100.0) 

 

72,109(100.0) 

         

         4,544 

(注)1.流動性貯金＝当座貯金＋普通貯金＋貯蓄貯金＋通知貯金 

(注)2.定期性貯金＝定期貯金＋積立定期貯金＋定期積金 

(注)3.（  ）内は構成比です。 

 

 

 

財形貯蓄残高 

                                           （単位：百万円） 

 25年3月末 26年3月末 

財 形 貯 蓄 残 高         － － 
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貸 出 金                       

 

種類別・使途別・貸出者別貸出金残高 

                         （単位：百万円、％） 

 25年3月末 26年3月末  

増 減  金 額 構成比 金 額 構成比 

割 引 手 形                      ― ―  ― ― ― 

手 形 貸 付                      2,057 8.2  2,042 8.5 △15 

証 書 貸 付                     21,427 85.9 20,727 85.9 △700 

当 座 貸 越                        720 2.9    599 2.5 △121 

金 融 機 関 貸 付                        750    3.0    750   3.1 ― 

合      計 24,956 100.0 24,119 100.0 △837 

固 定 金 利 貸 出           12,440 49.8 12,349 51.2 △91 

変 動 金 利 貸 出           12,516 50.2 11,770 48.8 △746 

設 備 資 金           22,177 88.9 21,477 89.0 △700 

運 転 資 金            2,778 11.1  2,642 11.0 △136 

貸 

出 
員

内 

会     員  1,032 4.1  1,027 4.3 △5 

組合員直接貸付  9,679 38.8  9,797 40.6 118 

者 計 10,712 42.9 10,824 44.9 112 

区 

分 

残 

員 

 

 

地方公共団体                7,165 28.7  6,108 25.3 △1,057 

金 融 機 関                  750   3.0    750   3.1 ― 

そ の 他                 6,327 25.4  6,435 26.7 108 

高 外 計 14,243 57.1 13,294 55.1 △949 

 

 

科目別貸出金平均残高 
                          （単位：百万円、％） 

 
24年度 25年度   

増 減 金額 構成比 金額 構成比 

割 引 手 形        ― ― ― ― ― 

手 形 貸 付          2,063 8.4  2,065 8.5    2 

証 書 貸 付         21,670 88.5 21,651 88.6  △19 

当 座 貸 越             746 3.0    718 2.9 △28 

合  計  24,480 100.0 24,435 100.0 △45 
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貸出金担保別内訳                            （単位：百万円） 

 25年3月末 26年3月末 増 減 

貯金等 2,011 1,978   △33 

有価証券 － － － 

動産 552 598 46 

不動産 6,983 7,323 340 

その他担保物 305 267   △38 

計 9,851 10,166 315 

漁信基保証 1,214       1,197   △17 

その他保証 6,034 5,441 △593 

計 7,248 6,638  △610 

信用 7,857 7,315  △542 

合  計 24,956 24,119 △837 

 

 

債務保証担保別内訳                           （単位：百万円） 

 25年3月末 26年3月末 増 減 

貯金等  －  －   － 

有価証券    －    －   － 

動産    －    －   － 

不動産    －    －   － 

その他担保物    －    －   － 

計    －    －   － 

漁信基保証    －    －   － 

その他保証    －    －   － 

計    －    －   － 

信用 1 0 △1 

合  計 1 0 △1 

(注)信用：｢金融機関等の業務の代理に付随して行われる保証｣の金額 

 

 

業種別貸出金残高                          （単位：百万円、％） 

 25年3月末 26年3月末 増 減 

農 林 水 産 業                       10,712( 42.9) 10,824( 44.9) 112 

製 造 業                       －(     ) －(     ) － 

建 設 業            －(     ) －(     ) － 

運 輸 ・ 通 信 業            －(     ) －(     ) － 

卸 売 ・ 小 売 業            －(     ) －(     ) － 

金 融 ・ 保 険 業            750(  3.0) 750(  3.1) － 

不 動 産 業                       －(     ) －(     ) － 

サ ー ビ ス 業            －(     ) －(     ) － 

地 方 公 共 団 体            7,165( 28.7) 6,108( 25.3) △1,057 

そ の 他                       6,327( 25.4) 6,435( 26.7) 108 

合  計 24,956(100.0)  24,119(100.0) △837 

(注) （  ）内は構成比です。 



 

- 28 -  

主要な水産業関係の貸出金残高 

（漁業種類等別）                     （単位：百万円） 

 24年度末 25年度末 増 減 

漁

業 

海面漁業 1,766 2,057 291 

海面養殖業 4,386 4,453 67 

その他漁業 884 834 △50 

漁業関係団体等 686 721 35 

合  計 7,723 8,066 343 

１ 本表は、水産業関係の貸出金残高であるため、水産業者に対する水産業関係 

  資金以外の貸出金残高（生活資金等）は含めておりません。 

２ 漁連・漁協・水産加工業者やそれらの子会社等に対する貸出は「漁業関係団 

  体等」に記載しております。（地公体、金融機関に対する貸出は含めており 

  ません） 

 

 

（資金種類等別） 

＜貸出金＞                        （単位：百万円） 

 24年度末 25年度末 増 減 

プロパー資金 5,860 5,977 117 

水産制度資金 1,862 2,089 227 

 漁業近代化資金 1,658 1,917 259 

その他制度資金等 204 171 △33 

合  計 7,723 8,066 343 

３ プロパー資金とは、信漁連原資の貸出金のうち、制度資金以外のものです。 

４ 水産制度資金には、①地公体等が直接的または間接的に融資するもの、②地 

  公体等が利子補給等を行うことで信漁連が低利で融資するもの、③日本政策 

  金融公庫が直接融資するものがあり、ここでは②のみを掲載しております。 

   

 

＜受託貸付金＞                      （単位：百万円） 

 24年度末 25年度末 増 減 

日本政策金融公庫資金 

（農林水産事業） 

－ 

 

   － － 

その他 69 49 △20 

合  計 69 49 △20 

５ 受託貸付金は、保証残高ではなく、貸出残高を記入しております。 
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有 価 証 券                       

 
 
種類別有価証券平均残高   

                                 （単位：百万円、％）   

種  類 
24年度 25年度 

増 減 
金 額 構成比 金 額 構成比 

国 債       1,255 16.7 1,268 16.2 13 

地 方 債       404 5.4 530 6.8 126 

政府保証債       －       －       －       －       － 

金 融 債       －       －       －       －       － 

社 債       2,352 31.3 2,630 33.7 278 

外 国 債 券       2,452 32.6 2,169 27.8 ▲ 283 

株 式       162 2.2 254 3.2 92 

受 益 証 券 688 9.2 676 8.7 ▲ 12 

そ の 他       202 2.7 279 3.6 77 

合  計 7,515 100.0 7,806 100.0 291 

 
 
 
 
有価証券残存期間別残高   

                                        （単位：百万円） 

 １年以下 １年超 

３年以下 

３年超 

５年以下 

５年超 

７年以下 

７年超 

10年以下 

10年超 期間の 

定めなし 
合 計 

25

年

３

月

末 

国債 － － － 215 731 323 － 1,269 

地方債 － － － － － 426 － 426 

政府保証債 － － － － － － － － 

金融債 － － － － － － － － 

社債 249 419 311 100 620 934 － 2,633 

外国証券   103 201 － 1,952 － 2,256 

株式 － － － － － － 219 219 

受益証券 － 86 58 256 － 8 263 671 

その他 － － － － － － 329 329 

26

年

３

月

末 

国債 499 － － 318 836 110 － 1,763 

地方債 － － － － － 618 － 618 

政府保証債 － － － － － － － － 

金融債 － － － － － － － － 

社債 213 303 403 309 816 802 － 2,846 

外国証券 － － 204 99 － 1,534 － 1,837 

株式 － － － － －  300 300 

受益証券 － 107 260 14 － 5 333 719 

その他 － － － － － － 367 367 
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有価証券の含み損益 

○有価証券 

                                 （単位：百万円） 

保 有 目 的 
24年度 25年度 

取得価額 時  価 評価損益 取得価額 時  価 評価損益 

売 買 目 的       － － － － － － 

満期保有目的 3,449 3,251 △ 198 3,504 3,454 △ 49 

そ   の   他 3,998 4,354 356 4,598 4,958 359 

合  計 7,447 7,605 158 8,102 8,412 310 

１．本表記載の有価証券は、期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであ

ります。 

①  売買目的有価証券の残高はありません。 

②  満期保有目的有価証券については、取得原価が貸借対照表価額として計上されており

ます。 

③  その他有価証券については、時価を貸借対照表価額としております。 

 

○金銭の信託 

                                 （単位：百万円） 

 24年度 25年度  

 取得価額 時  価 評価損益 取得価額 時  価 評価損益  

金銭の信託 － － － － － －  

・取得価額は賃借対照表価額によっております。 

 時価等の算定は、以下により金銭の信託受益者が合理的に算出した価格によっております。 

１．取引所上場有価証券については、主として東京証券取引所における最終価格によってお

ります。 

２．店頭株式については、日本証券業協会が公表する売買価格等によっております。 

 

保有有価証券の利回り 

                  （単位：％） 

 24年度 25年度 

国 債 1.40 0.92 

地 方 債 1.68 1.95 

社 債 1.75 1.71 

以 上 平 均 1.63 1.50 
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オフバランス取引の状況 

               （単位：百万円） 

 契約金額・想定元本額 

債券先物オプション －  

債券店頭オプション －  

債券先物 －  

合  計 －  

 

先物取引の時価情報 

              （単位：千円） 

 
25年3月末 26年3月末 

契約額 時 価 差損益 契約額 時 価 差損益 

 

債 券 

売 建 － － － － － － 

買  建 － － － － － － 

 

オプション取引の時価情報 

                                     （単位：千円） 

 25年3月末 26年3月末 

 

 

貸借対照 

表価額 
時 価 差損益 

貸借対照 

表価額 
時 価 差損益 

 

債券先物 

オプショ 

ン 

売建 
ｺ ｰ ﾙ     － － － － － － 

ﾌﾟｯﾄ － － － － － － 

買建 
ｺ ｰ ﾙ     － － － － － － 

ﾌﾟｯﾄ － － － － － － 

 

（単位：千円） 

 貸 借 対 照 表 価 額 

 25年3月末 26年3月末 

 売 建 買 建 売 建 買 建 

債 券 店 頭           ｺ ｰ ﾙ     － － － － 

オプション ﾌﾟｯﾄ － － － － 
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受託業務・為替業務等 

 

受託貸付金の残高                 （単位：百万円）                 

受  託  先 25年3月末 26年3月末 

株式会社日本政策金融公庫  5  3 

独立行政法人住宅金融支援機構  53 35 

独立行政法人福祉医療機構  10  9 

計  69 49 

 
 
 
内国為替の取扱実績 

                   （単位：件、百万円） 

 24 年 度 25 年 度 

仕 向 被仕向 仕 向 被仕向 

 

種 

送金・振込（件 数） 

     金 額 

(38,367) 

39,733 

(51,052) 

42,383 

(37,383) 

39,555 

(48,990) 

45,888 

 

 

代 金 取 立          （件 数） 

     金 額 

(    40) 

     69 

(    41) 

   101 

(   102) 

   229 

(  87) 

   142 

類       （件 数） 

  計     金 額 

(38,407) 

39,802 

(51,093) 

42,484 

(37,485) 

39,784 

(49,077) 

46,030 
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平 残 ・ 利 回 り 等                           

粗利益 

                （単位：百万円、％） 

区   分 24年度 25年度 

 資金運用収益               842  890  

 資金調達費用               153  176  

資金運用収支                689     714  

 役務取引等収益 17  17  

 役務取引等費用 165  170  

役務取引等収支   △148    △153  

 その他事業収益 65  76  

  受取出資配当金 

受取助成金 

国債等債権売却益 

国債等債権償還益 

その他事業収益 

21 

－ 

38 

6 

 

 

 

 

 

 

 40 

－ 

25 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他事業費用 64  58  

その他事業収支     1  18  

事業粗利益                542     579  

事業粗利益率    0.79     0.73  

(注)1.事業粗利益＝（資金運用収支＋金銭の信託運用見合費用)＋役務取引等収支 

＋その他事業収支 

(注)2.事業粗利益率＝事業粗利益／資金運用勘定平均残高×100 

 

 

業務純益 

            （単位：百万円） 

 24年度 25年度 

業 務 純 益     182   203 

(注)業務純益＝事業粗利益－経費(人件費・物件費・税金)－一般貸倒引当金繰入額 
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資金運用勘定・調達勘定の平均残高等 

（単位：百万円、％） 

 

区  分 

24 年 度 25 年 度 

平均残高 利 息 利回り 平均残高 利 息 利回り 

資金運用勘定 67,799 871 1.29 72,872 987 1.35 

 貸出金 24,480 501 2.05 24,435 494 2.02 

 預け金 35,804 223 0.62 40,630 247 0.61 

 有価証券 7,515 147 1.96 7,807 246 3.15 

資金調達勘定 67,566 148 0.22 72,109 161 0.22 

 貯金･定積 67,566 148 0.22 72,109 161 0.22 

 借用金 － － － － － － 

貯金原価率  1.01  1.00 

総資金利ざや  0.29  0.35 

(注)1.有価証券利息は、実質数値（利息＋売買損益等含む）を表示しております。 

(注)2.貯金原価率＝(貯金利息＋譲渡性貯金利息＋支払奨励金＋経費)／(貯金平残＋譲渡 

性貯金平残)×100 

(注)3.総資金利ざや＝総資金運用利回り－総資金原価率 

 

受取・支払利息の増減額 

    （単位：百万円） 

 24年度増減額 25年度増減額 

受取利息 △ 26  20 

 

 

 

うち貸出金 

預け金  

有価証券 

△ 26 

△ 4 

 4 

△ 7 

△ 4 

 31 

支払利息 1 13 

 

 

 

うち貯金 

 譲渡性貯金 

借用金 

1 

－ 

－ 

13 

－ 

－ 

差    引 △ 27  7 

（注）増減額は前年度対比です。 
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経費の内訳 

 （単位：百万円） 

 24年度 25年度 

人件費 241 244 

 役員報酬 

役員退職慰労引当金繰入 

給料手当 

 賞与引当金戻入（控除） 

賞与引当金繰入 

福利厚生費 

退職給付費用 

29 

5 

167 

△13 

14 

31 

7 

30 

5 

167 

△14 

14 

34 

8 

旅費交通費 4 6 

業務費 42 41 

負担金 12 13 

施設費 43 51 

貯金保険料 8 9 

雑費 2 3 

税金 4 4 

合   計 360 371 
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諸  指  標 

 

最近5年間の主要な経営指標 

                           （単位：百万円、口）   

 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

経 常 収 益               1,018   966 934 971 1,108 

経 常 利 益               169 192 177 207 302 

当 期 剰 余 金        112 130 119 154 218 

出 資 金 

出 資 口 数 

858 

85,842 

869 

86,903 

886 

88,648 

903 

90,342 

919 

91,988 

純 資 産 額 2,740 2,872 3,005 3,404 3,589 

総 資 産 額 64,728 67,254 70,263 75,003 81,986 

貯 金 等 残 高 61,413 63,927 66,578 70,704 77,191 

貸 出 金 残 高               25,322 24,470 24,026 24,956 24,119 

有価証券残高               7,299 7,267 7,583 7,803 8,462 

剰余金配当金額 

・ 出資配当の額 

・ 事業利用分量配当の額 

16 

16 

－ 

16 

16 

－ 

   17 

   17 

   － 

   17 

   17 

   － 

21 

21 

－ 

職 員 数 45人 44人 46人 44人 49人 

単体自己資本比率 14.42% 14.55% 14.60% 14.20% 13.64％ 

(注)「単体自己資本比率」は、「漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」(平

成18年金融庁・農林水産省告示第3号)に基づき算出しております。なお、平成24年度以前は旧告

示(バーゼルⅡ)に基づく単体自己資本比率を記載しています。 
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自己資本の充実の状況 

○自己資本調達手段の概要に関する事項 

◇自己資本比率の状況 

 当会では、多様化するリスクに対応するとともに、会員や利用者のニーズに応えるため、

財務基盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。 

 平成26年3月末における自己資本比率は、内部留保に努めるとともに、不良債権処理及び業

務の効率化等に取り組みましたが、事業量の増加に伴うリスクアセットの増加により13.64％

となりました。 

 

◇経営の健全性の確保と自己資本の充実 

 当会の自己資本は，会員からの普通出資金のほか，後配出資金，優先出資金により調達し

ております。 

普通出資金  

項 目 内 容 

発行主体 広島県信用漁業協同組合連合会 

資本調達手段の種類 普通出資 

コア資本に係る基礎項目に算入

した額 
8.0億円（前年度 8.0億円） 

 

後配出資金  

項 目 内 容 

発行主体 広島県信用漁業協同組合連合会 

資本調達手段の種類 後配出資金 

コア資本に係る基礎項目に算入

した額 
0.6億円（前年度 0.4億円） 

 

優先出資金  

項 目 内 容 

発行主体 広島県信用漁業協同組合連合会 

資本調達手段の種類 優先出資金 

コア資本に係る基礎項目に算入

した額 
0.5億円（前年度 0.5億円） 

 

 当会では、将来的な信用リスクや金利リスクの増加に備えて、安定的な自己資本比率の維

持に努めるため、内部留保による自己資本増強を行っております。 

 また、自己資本比率の算出にあたっては、「自己資本比率算出要領」および「自己資本比

率算出事務手続」を制定し、適正なプロセスにより正確な自己資本比率を算出しております。 

 これに基づき、当会における信用リスクやオペレーショナル・リスクに対応した十分な自

己資本の維持に努めています。 



 

- 38 -  

第８ 単体自己資本比率の状況 25年度 

                      （単位：百万円、％） 

項     目 

当 期 末 前 期 末 

  

経過措置による

不算入額 

  

経過措置による不算

入額 

コア資本に係る基礎項目    （１） 

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員資本の額 3,150    -   

  うち、出資金及び資本準備金の額 919    -   

  うち、再評価積立金の額  -    -   

  うち、利益剰余金の額 2,274    -   

  うち、外部流出予定額    (△) △ 44    -   

  うち、上記以外に該当するものの額  -    -   

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 74    -   

  うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 74    -   

  うち、適格引当金コア資本算入額  -    -   

適格旧資本調達手段の額のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額

に含まれる額 

 -    -   

  うち、回転出資金の額  -    -   

  うち、上記以外に該当するものの額  -    -   

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の

額のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 

 -    -   

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する

額のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 

100    -   

コア資本に係る基礎項目の額 （イ） 3,325   -   

コア資本に係る調整項目    (2) 

無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の

合計額 

 -  -  -  - 

  うち、のれんに係るものの額  -  -  -  - 

  うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額  -  -  -  - 

繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の額  -  -  -  - 

適格引当金不足額  -  -  -  - 

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額  -  -  -  - 

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額  -  -  -  - 

前払年金費用の額  -  -  -  - 

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額  -  -  -  - 

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額  -  -  -  - 
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少数出資金融機関等の対象普通出資等の額  -  -  -  - 

特定項目に係る十パーセント基準超過額  -  -  -  - 

  

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するもの

の額 

 -  -  -  - 

  

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連する

ものの額 

 -  -  -  - 

  うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額  -  -  -  - 

特定項目に係る十五パーセント基準超過額  -  -  -  - 

  

  

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するもの

の額 

 -  -  -  - 

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連する

ものの額 

 -  -  -  - 

  うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額  -  -  -  - 

コア資本に係る調整項目の額 （ロ） 0   -   

自己資本 

自己資本の額（（イ）一（ロ）） （ハ） 3,325   -   

リスク・アセット等    (3) 

信用リスク・アセットの額の合計額 23,381    -   

  資産（オン・バランス）項目 23,367    -   

    

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計

額 

△ 4,641    -   

     

うち、調整項目に係る経過措置により、なお従前の例によると

してリスク・アセットの額に算入されることになったものの額

のうち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・

ライツに係るものを除く。）に係るものの額 

 -    -   

     

うち、調整項目に係る経過措置により、なお従前の例によると

してリスク・アセットの額に算入されることになったものの額

のうち、繰延税金資産に係るものの額 

 -    -   

     

うち、調整項目に係る経過措置により、なお従前の例によると

してリスク・アセットの額に算入されることになったものの額

のうち、前払年金費用に係るものの額 

 -    -   

     

うち、他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージ

ャーに係る経過措置を用いて算出したリスク・アセットの額か

ら経過措置を用いずに算出したリスク・アセットの額を控除し

た額（△） 

△ 4,864    -   

     うち、上記以外に該当するものの額 223    -   
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  オフ・バランス項目 13    -   

  ＣＶＡリスク相当額を八パーセントで除して得た額  -    -   

  中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額  -    -   

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 990    -   

信用リスク・アセット調整額  -    -   

オペレーショナル・リスク相当額調整額  -    -   

リスク・アセット等の額の合計額 （ニ） 24,372   -   

自己資本比率 

自己資本比率（（ハ）／（二）） 

13.64% 

  

- 

  

％ ％ 

            

(注1) ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ・ﾘｽｸに関する記載：（基礎的手法を使用＝1、粗利益配分手法を使用＝2、先進的計測手法を使用＝3） 1 

(注2) 今期末よりﾊﾞｰｾﾞﾙⅢ適用のため、前期末（平成24年度）の数値は入力しておりません。（付表1、2も同様）  
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（単位：百万円、％）
25年3月末 25年3月末

出資金 903

うち非累積的永久優先出資 50 -

期限付優先出資 -

回転出資金 - -

資本準備金 -

利益準備金 695

特別準備金 - -

任意積立金 1,211

繰越剰余金 20

その他有価証券の評価差損 - -

154

-

外部流出予定額 △17

営業権相当額 -

-

-

0

2,967 3,146

22,145

資産（オン・バランス）項目 21,177

オフ・バランス取引等項目 2

一般貸倒引当金 77

負債性資本調達手段等 -

-

14.20%

-

補完的項目不算入額 -

178 13.40%

自己資本総額（Ｃ＝Ａ＋Ｂ） 3,146

補完的項目　計（Ｂ） Ａ
Ｆ

告示第5条第１項第４号及び第
5号に掲げるもの

Ｅ
Ｆ

（参考）

オペレーショナル・リスク相当額
を8%で除して得た額

965

告示第5条第１項第3号に
掲げるもの 自己資本比率

基本的項目　計(Ａ) 自己資本額(Ｅ＝Ｃ－Ｄ)

土地の再評価額から再評価の
直前の帳簿価額を控除した額
の45％に相当する額

100

リスク・アセット（Ｆ）

証券化取引により増加した
自己資本に相当する額

-

控除項目不算入額

控除項目　計(Ｄ)

告示第5条第１項第3号に掲げ
るもの及びこれに準ずるもの

告示第5条第１項第４号及び
第5号に掲げるもの並びにこ
れらに準ずるもの

非同時決済取引に係る控除額
及び信用リスク削減手法として
用いる保証又はクレジット・デリ
バティブの免責額に係る控除
額

当期剰余金
基本的項目からの控除分を除
く、自己資本控除とされる証券
化エクスポージャー及び信用
補完機能を持つI/Oストリップス
（告示第223条を準用する場合
を含む。)

企業結合により計上される
無形固定資産相当額

-

処分未済持分

○自己資本の構成に関する事項　24年度

項      目 項      目

他の金融機関の資本調達手段の
意図的な保有相当額

 （注）１．平成18年3月28日金融庁・農林水産省告示第3号「漁業協同組合等がその健全性を判断するための基準」

          に定められた算式に基づき算出したものです。 

なお，平成24年度は旧告示（バーゼルⅡ）に基づく単体自己資本比率を記載しています。 

２．当会は、信用リスク・アセットの算出にあっては標準的手法、オペレーショナル・リスク相当額の算出

にあたっては基本的手法を採用しています。 

３．当会は、証券化取引、派生商品取引及び長期決済期間取引について取り扱わない方針であり当該取引に

係る表示を省略しております。（以下Ｐ45まで同じ）。 

４．平成24年度については，「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の特例を定める

告示（平成20年金融庁・農林水産省告示第22号）に基づき、基本的項目からその他有価証券評価差損を控

除していないため、「その他有価証券の評価差損」は「－」で記載しています。 
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○自己資本の充実に関する事項 

（単位：百万円） 

  

信用ﾘｽｸ･ｱｾｯﾄ 

 

（標準的手法） 

平成24年度末 平成25年度末 
ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ 

の期末残高 
ﾘｽｸ･ｱｾｯﾄ額 

所要自己 

資本額 

ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ 

の期末残高 
ﾘｽｸ･ｱｾｯﾄ額 

所要自己 

資本額 

 ａ ｂ=ａ×４%  ａ ｂ=ａ×４% 

 我が国の中央政府及び

中央銀行向け 1,202 0 0 2,000 0 0 
我が国の地方公共団体

向け 7,132 0 0 6,729 0 0 
地方公共団体金融機構

及び我が国の政府関係

機関向け 496 49 1 561 56 2 
地方三公社向け 501 100 4 - - - 
金融機関及び第一種金

融商品取引業者向け 41,450 9,152 366 47,579 9,523 380 
法人等向け 1,683 917 36 2,045 1,096 43 
中小企業等・個人向け 1,246 483 19 1,177 465 18 
抵当権付住宅ローン 8,493 2,545 101 8,769 2,685 107 
不動産取得等事業向け 266 250 10 303 301 12 
３か月以上延滞債権 89 80 3 119 94 3 
漁業信用基金協会等保

証 1,223 122 4 1,245 124 4 
出資等    605 605 24 
上記以外 10,529 7,479 299 10,332 8,707 348 
 (うち農林中央金庫等

の対象普通出資等)       
経過措置によりリスク･ア

セットの額に算入されるも

のの額    223 223 8 
経過措置によりリスク･ア

セットの額に算入されなか

ったものの額(△)     △515 △20 
合 計 74,310 21,177 847 81,693 23,367 934 

 

○オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額 

（単位：百万円） 

24年度 25年度 

粗利益額 

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ・ﾘｽｸ 

相当額を8％で 

除して得た額 

所要自己 

資本額 
粗利益額 

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ・ﾘｽｸ 

相当額を8％で 

除して得た額 

所要自己 

資本額 

ａ ｂ=ａ×15%÷8% ｃ=ｂ×4% ａ ｂ=ａ×15%÷8% ｃ=ｂ×4% 

514 965 38 528 990 39 

（注）１．オペレーショナル・リスク相当額の算出に当たり、当会では基礎的手法を採用しております。 
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○所要自己資本額 

（単位：百万円） 

24年度 25年度 

ﾘｽｸ･ｱｾｯﾄ 

(分母)合計 

所要自己資本額 ﾘｽｸ･ｱｾｯﾄ 

(分母)合計 

所要自己資本額 

ａ ｂ=ａ×4% ａ ｂ=ａ×4% 

22,145   885 24,372 974 

 

○信用リスクに関する事項 

◇標準的手法に関する事項 

 当会では自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法に

より算出しています。また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウェイトの

判定に当たり使用する格付等は次のとおりです。 

（ア）リスク・ウェイトの判定に当たり使用する格付けは、以下の適格格付機関による依頼

格付けのみ使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。 

適 格 格 付 機 関 

株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ） 

株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ） 

ムーディーズ･インベスターズ・サービス･インク（Ｍｏｏｄｙ’ｓ） 

スタンダード・アンド･プアーズ・レーティング・サービシズ（Ｓ＆Ｐ） 

フィッチレーティングスリミテッド（Ｆｉｔｃｈ） 

 

（イ）リスク・ウェイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカントリー・リ

スク・スコアは、以下のとおりです。 

ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ 適格格付機関 ｶﾝﾄﾘｰ･ﾘｽｸ･ｽｺｱ 

金融機関向けｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ  日本貿易保険 

法人等向けｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ（長期） 
R&I,Moody’s,JCR, 

S&P,Fitch 
 

法人等向けｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ（短期） 
R&I,Moody’s,JCR, 

S&P,Fitch 
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○信用リスクに関するエクスポージャーの業種別の期末残高及び主な種類別の内訳 

（単位：百万円） 

 

24年度末 25年度末 

信用ﾘｽ ｸに

関するｴｸ ｽ

ﾎﾟｰｼﾞｬｰの

残高 

 
信用ﾘｽｸに

関するｴｸｽ

ﾎﾟｰｼﾞｬｰの

残高 

 

うち 

貸出金等 

うち 

債  券 

うち 

貸出金等 

うち 

債  券 

法 

人 

卸売・小売業 711 143 568 596 160 436 

金融・保険業 44,837 750 3,053 50,759 750 1,891 

サービス業 1,794 1,377 417 2,191 1,588 603 

地方公共団体 7,591 7,165 426 6,726 6,108 618 

その他 5,992 2,469 2,120 7,446 2,314 3,522 

個 人 13,053 13,053  13,197 13,197  

固定資産等 749   778   

合 計 74,727 24,957 6,584 81,693 24,119 7,072 

（注）１．全て国内取引です。 

   ２．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外

のオフ・バランスシート・エクスポージャーを含んでいます。 

   ３．当会は、デリバティブ取引の取扱いはありません。 

 

○信用リスクに関するエクスポージャーの残存期間別の期末残高及び 

主な種類別の内訳 
（単位：百万円） 

 

24年度末 25年度末 

信用ﾘｽ ｸに

関するｴｸ ｽ

ﾎﾟｰｼﾞｬｰの

残高 

 信用ﾘｽｸに

関するｴｸｽ

ﾎﾟｰｼﾞｬｰの

残高 

 

うち 

貸出金等 

うち 

債  券 

うち 

貸出金等 

うち 

債  券 

1年以下 45,301 6,173 249 51,326 4,643 713 

1年超3年以下 4,917 4,412 419 4,538 4,127 303 

3年超5年以下 5,269 4,797 414 4,514 3,644 608 

5年超7年以下 2,982 2,210 516 3,211 2,483 728 

7年超 11,583 6,589 4,986 13,693 8,954 4,719 

期限の定めなし 4,675 771 - 4,411 266 - 

合 計 74,727 24,957 6,584 81,693 24,119 7,072 

（注）１．全て国内取引です。 

   ２．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外

のオフ・バランスシート・エクスポージャーを含んでいます。 

 

○3ヶ月以上延滞エクスポージャーの期末残高及び業種別の内訳 

（単位：百万円） 

 24年度末 25年度末 

法 

人 

卸売・小売業 － － 

金融・保険業 － － 

サービス業 － － 

地方公共団体 － － 

その他 － － 

個 人 － 7 

合 計 － 7 

（注）全て国内取引です。 
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○貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 

  （単位：百万円） 

 

24年度 25年度 

期首 

残高 

期中 

増加 

期中減少額 
期末 

残高 

期首 

残高 

期中 

増加 

期中減少額 
期末 

残高 
使用 

目的 
その他 

使用 

目的 
その他 

一般貸倒引当金 77 77 77 － 77 77 74 － 77 74 

個別貸倒引当金 4 4 4  4 4 3  4 3 

 

法 

人 

卸売・小売業 － － － － － － － － － － 

金融・保険業 － － － － － － － － － － 

サービス業 － － － － － － － － － － 

地方公共団体 － － － － － － － － － － 

その他 － － － － － － － － － － 

個  人 4 4 － 4 4 4 3 － 4 3 

（注）全て国内取引です。 

 

○貸出金償却の額 

（単位：百万円） 

 24年度 25年度 

法 

人 

卸売・小売業 － － 

金融・保険業 － － 

サービス業 － － 

地方公共団体 － － 

その他 － － 

個 人 － － 

合 計 － － 

（注）全て国内取引です。 

 

○信用リスク削減効果勘案後の残高及び自己資本控除額 

（単位：百万円） 

 
24年度末 25年度末 

格付有 格付無 計 格付有 格付無 計 

信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
勘
案
後
残
高 

  0% 1,054 9,203 10,257 187 9,239 9,426 

 10% 496 3,031 3,527 574 2,884 3,458 

 20% 40,681 3 40,684 47,666 6 47,672 

 35% － 6,783 6,783 － 7,234 7,234 

 50% 1,461 － 1,461 1,967 － 1,967 

 75% － 581 581 － 549 549 

100% 1,191 7,903 9,094 3,271 5,981 9,252 

150% 26 8 35 13 17 30 

200% － － － － － － 

250% － － － － － － 

1250% － － － － － － 

その他 － － － － － － 

自己資本控除額 － － － － － － 

合  計 44,911 27,514 72,425 53,678 25,910 79,588 
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○信用リスク削減手法に関する事項 

 

◇信用リスク削減手法に関するリスク管理の方法及び手続の概要 

 「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の算出

において、エクスポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場

合に、エクスポージャーのリスク・ウェイトに代え、担保や保証人に対するリスク・ウェイ

トを適用するなど信用リスク・アセット額を軽減する方法です。 

 当会では、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。 

 信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自会貯金の相

殺」を適用しています。 

 適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部が、取引

相手または取引相手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取

引をいいます。 

 適格金融資産担保取引について信用リスク削減手法の簡便手法を用いています。 

 また、貸出金と自会貯金の相殺については、①取引相手の債務超過、破産手続開始の決定

その他これらに類する事由にかかわらず、貸出金と自会貯金の相殺が法的に有効であること

を示す十分な根拠を有していること、②同一の取引相手との間で相殺契約下にある貸出金と

自会貯金をいずれの時点においても特定することができること、③自会貯金が継続されない

リスクが、監視および管理されていること、④貸出金と自会貯金の相殺後の額が、監視およ

び管理されていること、の条件をすべて満たす場合に、相殺契約下にある貸出と自会貯金の

相殺後の額を信用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額としています。 

 保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウェイトが適用される中央政府

等、本邦地方公共団体、地方公共団体金融機構、本邦政府関係機関、外国の中央政府以外の

公共部門、国際開発銀行、および金融機関または第一種金融商品取引業者、これら以外の主

体で長期格付がＡ-またはＡ3以上の格付を付与しているものを適格保証人とし、エクスポー

ジャーのうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウェイト

に代えて、保証人のリスク・ウェイトを適用しています。 

 

○信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額 

（単位：百万円） 

区分 

24年度末 25年度末 

適格金融 

資産担保 
保証 

適格金融 

資産担保 
保証 

地方公共団体金融機構及び

我が国の政府関係機関向け 
－ － － － 

地方三公社向け － 501 － － 

金融機関及び第一種金融商

品取引業者向け 
－ － － － 

法人等向け － － － － 

中小企業等・個人向け － 112 － － 

抵当権付住宅ローン － 1,709 － 1,534 

不動産取得等事業向け － － － － 

3か月以上延滞債権 － 29 － 0 

漁業信用基金協会等保証 － － － － 

その他 － 55 － 48 

合 計 － 2,408 － 1,583 
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○派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 

 

 「派生商品取引」とは、その価格（現在価格）が他の証券・商品（原資産）の価格に依存し

て決定される金融商品（先物、オプション、スワップ等）に係る取引です。 

 「長期決済期間取引」とは、有価証券等の受渡しまたは決済を行う取引であって、約定日か

ら受渡日（決済日）までの期間が5営業日または市場慣行による期間を超えることが約定され、

反対取引に先立って取引相手に対して有価証券等の引渡または資金の支払を行う取引です。 

 当会では、派生商品取引および長期決済期間取引については、できるだけ取り扱わない方針

であり、取扱い残高はありません。 

 

○証券化エクスポージャーに関する事項 
 

「証券化エクスポージャー」とは、現資産に係る信用リスクを優先劣後構造にある二以上の

エクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引に

係るエクスポージャーのことです。 

 当会では、証券化商品を取り扱わない方針であり、取扱い実績はありません。 

 

○出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項 
 

◇出資等又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方法及び手続の概要 

 「出資等又は株式等」とは貸借対照表上の有価証券勘定及び外部出資勘定の株式又は出資

として計上されているものであり、当会においては、これらを①その他有価証券、②系統お

よび系統外出資に区分して管理しています。 

 その他の有価証券については中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な市場リス

クの把握およびコントロールに努めています。具体的には、市場動向や経済見直しなどの投

資環境分析及びポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会で運用方針を定めると

ともに経営層で構成する運用会議を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行

っています。運用部門は理事会で決定した運用方針及び運用会議で決定された取引方針など

に基づき、有価証券の売買を行っています。運用部門が行った取引については他部門が適切

な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告してい

ます。 

 系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加え、日常

的な協議を通じた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出資についても同様の対応を

行っています。 

 なお、これらの出資等又は株式等の評価等については、①その他有価証券については時価

評価を行った上で、取得原価との評価差額については、「その他有価証券評価差額金」とし

て純資産の部に計上しています。②系統および系統外出資については、取得原価を記載し、

毀損の状況に応じて外部出資等損失引当金を設定しています。また、評価等重要な会計方針

の変更等があれば、注記表にその旨記載することとしています。 

 

○出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価 
（単位：百万円） 

 
24年度末 25年度末 

貸借対照表計上額 時価評価額 貸借対照表計上額 時価評価額 

上 場   218   218 300 300 

非上場 2,338  2,369  

合 計 2,556 2,556 2,669 2,669 
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○出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益 

（単位：百万円） 

 24年度 25年度 

 売却益 売却損 償却額 売却益 売却損 償却額 

上 場 13 12 － 55 18 － 

非上場 － － － － － － 

合 計 13 12 － 55 18 － 

 

○貸借対照表で認識された損益計算書で認識されない評価損益の額 

（その他有価証券の評価損益等）                  （単位：百万円） 

 
24年度末 25年度末 

評価益 評価損 評価益 評価損 

上 場 26 4 71 2 

非上場 － － － － 

合 計 26 4 71 2 

 

○金利リスクに関する事項 
 

◇金利リスクの算定方法の概要 

 金利リスクとは、債券市場、スワップ市場等の金利に関連する市場が変動することにより、

貸出金、有価証券、貯金等の金利感応資産・負債の価値が低下するリスクをいいます。 

 当会では、各期間帯の過去5年間分の1年間の金利変動幅の1％タイル値と99％タイル値で計

算される経済価値の低下額を金利リスクとして算出しております。 

 なお、当座性貯金については、明確な金利改定間隔がなく、貯金者の要求によって随時払

い出される貯金としてコア貯金と定義し、残高の50％相当額を満期5年までの期間に配賦（平

均残存2.5年）して金利リスクを算定しています。 

 金利リスクは、運用勘定の金利リスク量と調整勘定の金利リスク量を相殺して算定します。 

 

金利リスク（183百万円） 

＝運用勘定の金利リスク量214＋調達勘定の金利リスク量△31   

 

 

○金利ショックに対する損益・経済価値の増減額 

（単位：百万円） 

 24年度 25年度 

金利ショックに対する 

損益・経済価値の増減額 △ 80 △ 183 
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経営諸指標 

（貯貸率等） 

貯貸率（期末残高、期中平残） 

貯預率（期末残高、期中平残） 

貯証率（期末残高、期中平残） 

一 従 業 員 当 り 貯 金 残 高 

一 店 舗 当 り 貯 金 残 高 

一 従 業 員 当 り 貸 出 金 残 高 

一 店 舗 当 り 貸 出 金 残 高 

（利益率） 

総 資 産 経 常 利 益 率 

資 本 経 常 利 益 率 

総 資 産 当 期 純 利 益 率 

資 本 当 期 純 利 益 率 

25年3月末 

    35.2%、36.2%     

    54.9%、52.9%     

    11.0%、11.1%     

    1,606百万円    

   10,100百万円   

   567百万円   

    3,565百万円    

 

     0.29%       

       6.89％       

     0.21％     

     5.14％    

26年3月末 

    31.2%、33.8%     

    59.5%、56.3%     

    10.9%、10.8%     

    1,575百万円    

   11,027百万円   

   492百万円   

    3,445百万円    

 

    0.39%       

      9.68％       

    0.28％     

    6.97％    

(注)1.総資産経常(当期)利益率＝経常(当期)利益／総資産平均残高(偶発債務見返除く)×100 

(注)2.資本経常(当期)利益率＝経常(当期)利益／資本勘定平均残高×100 

(注)3.従業員数は、25年3月末44名、26年3月末49名(どちらもパート職員を含む。)です。 

(注)4.本支店数は、25年3月末及び26年3月末とも7店です。 
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リスク管理情報等 
 

リスク管理債権残高及び同債権に対する保全状況 

                                                  （単位：百万円、％) 

  25年3月末 26年3月末 増 減 

リスク管理債権総額 

(A)=①+②+③+④ 

 

 101 162 61 

 破綻先債権額    ①  － － － 

延滞債権額     ②  101 155 54 

3ヵ月以上延滞債権額 ③  － 7 7 

貸出条件緩和債権額  ④  － － － 

保全額合計     (D)=(B)+(C)  101 162 61 

 担保・保証付債権額 (B)  97 158 61 

貸倒引当金残高     (C)  4 3 △1 

保全率    (D)／(A)  100.0 100.0 100.0 

 

(注)1.「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の

事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上し

なかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)

のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に

規定する事由が生じているものをいいます。 

 

(注)2.「延滞債権」とは、未収利息不計上貸出金であって、注1に掲げるもの及び債務者の経営

再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいいます。 

 

(注)3.「3ヵ月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅

延している貸出金（注1、注2に掲げるものを除く。）をいいます。 

 

(注)4.「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利

の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決

めを行った貸出金（注1、注2、注3に掲げるものを除く。）をいいます。 

 

(注)5.「担保・保証付債権額（Ｂ）」は、「リスク管理債権総額（Ａ）」のうち自己査定に基

づいて計算した貯金・定期積金及び不動産等の確実な担保の処分可能見込額並びに漁業

信用基金協会及び公的保証機関等確実な保証先による保証付貸出金についての当該担

保・保証の合計額です。 

 

(注)6.「貸倒引当金残高（Ｃ）」は、リスク管理債権以外の貸出金等に対する貸倒引当金は含

まれておりません。 
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金融再生法開示債権残高及び同債権に対する保全状況 
 

                                                  （単位：百万円、％) 

  25年3月末 26年3月末 増 減 

破産更生債権及びこれらに 

準ずる債権 

 

22 43 21 

危険債権  79 111 32 

要管理債権  － 7 7 

不良債権額合計(A)  101 162 61 

正常債権  24,934 23,992 942 

保全額合計     (D)=(B)+(C)  101 162 61 

 担保・保証付債権額 (B)  97 158 61 

貸倒引当金残高     (C)  4 3 △1 

保全率    (D)／(A)  100.0 100.0 100.0 

 

(注)1.「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生手続等の理由に

より経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいいます。 

（なお、優良担保又は優良保証で保全されている債権額は、27百万円です。） 

 

(注)2.「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成

績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い

債権をいいます。 

（なお、優良担保又は優良保証で保全されている債権額は、91百万円です。） 

 

(注)3.「要管理債権」とは、基本的には、「3ヵ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に

該当する債権をいいます。 

 

(注)4.「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、「破

産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外のものに区

分される債権をいいます。 

 

(注)5.「担保・保証付債権額（Ｂ）」は、「金融再生法開示債権総額（Ａ）」のうち自己査定

に基づいて計算した貯金・定期積金及び不動産等の確実な担保の処分可能見込額並びに

漁業信用基金協会及び公的保証機関等確実な保証先による保証付貸出金についての当該

担保・保証の合計額です。 

 

(注)6.「貸倒引当金残高（Ｃ）」は、「正常債権」に対する貸倒引当金は含まれておりません。 
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貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 

                                                    （単位：百万円） 

区  分 

24年度 25年度 

期首

残高 

期  中

増加額 

期中減少額 
期末

残高 

期首

残高 

期  中

増加額 

期中減少額 
期末

残高 
目的使用 その他 目的使用 その他 

一    般 

貸倒引当金 

 

77 

 

77 

 

－ 

 

77 

 

77 

 

77 

 

74 

 

－ 

 

77 

 

74 

個    別 

貸倒引当金 

 

4 

 

4 

 

－ 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

－ 

 

4 

 

3 

合  計 82 82 － 82 82 82 77 － 72 77 

 

 

 

貸出金償却の額 

                                  （単位：百万円） 

   24年度 25年度 

 

貸出金償却額 

 

 

－ 

 

－ 
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リスク管理の体制 

〔リスク管理基本方針〕 

組合員・利用者の皆さまに安心してご利用いただくためには、より健全性の高い経営を確保

し、信頼性を高めていくことが重要です。 

このため、有効な内部管理態勢を構築し、直面する様々なリスクに適切に対応しております。 

 

１． リスク管理態勢に係る取組み 

（１） 理事の認識、理事会等の役割 

  各種リスクに関する諸問題が発生した場合には、必要に応じて理事会に付議し、議論

を通じてリスク管理への認識を深めるよう対応を図っております。 

（２） 内部監査 

  他部門から独立した部署で監査の専任者による全店舗の内部監査を実施し、けん制機

能を働かせることにより、リスク管理態勢の強化に努めております。 

（３） 外部監査 

  全漁連が実施する監査により、リスク管理態勢への取組みが外部からも強化され、本

会の監事監査とも連携のうえ、業務運営、リスク管理態勢強化に活用しております。 

 

２．信用リスク管理態勢に係る取組み 

信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランスを含む）

の価値が減少ないし消失し、金融機関が損失を被るリスクのことです。当会では、理事会に

おいて個別の重要案件又は大口案件については対応方針を決定しています。また、資産自己

査定等について次のとおり行っております。 

（１） 自己査定 

  1次査定部署で自己査定を実施した結果を2次査定部署で検証することで、正確性を向

上させております。 

  さらに、別途、監事監査における検証、外部監査人である全漁連の自己査定監査を受

けることで、連携してその正確性の向上に努めております。 

（２） 担保評価 

  担保評価と処分可能見込額の算出を行うことを目的とした「担保評価基準」に沿って、

適正な担保評価と評価額の洗替えを行い、自己査定に反映させております。 

（３） 償却・引当 

  自己査定の結果を踏まえ、「償却・引当基準」に沿って適正な貸倒引当金の算定を行

い、本決算に反映させております。 

 

３．市場リスク管理態勢に係る取組み 

市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、

資産・負債（オフ・バランスを含む。）の価値が変動し、損失を被るリスク、資産・負債か

ら生み出される収益が変動し損失を被るリスクのことです。 

理事会において運用方針を定めるとともに重要な意思決定は運用会議が、日々の運用は資

金運用課が、リスク管理は総務課が行っております。 

債券については、信用リスクを重点に考えて対処しています。また、リスクウエイトの低

いものを中心とした運用を心掛けています。 

株式については、その変動が経営に与える影響が大きいことから、極力運用額を押さえる

ようにしています。 

また、取引の内容等について、定期的に経営層に報告しております。 

 

４．流動性リスク管理態勢に係る取組み 
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流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確

保が困難になることなどにより損失を被るリスクのことです。 

当会では、全店管理を資金運用課が行っております。大口定期貯金の満期期日に合わせて

農林中央金庫の定期預け金を分散し、満期支払いに備えています。 

また、支店での大口の振込みについては、本店への事前報告を義務付けています。 

 

５．オペレーショナル・リスク管理態勢に係る取組み 

オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくは、システムが不適切

であること又は外生的な事象による損失を被るリスクのことです。事務リスク、システムリ

スクなどについて、事務手続を整備し、定期検査等を実施するとともに、事故・事務ミスが

発生した場合は速やかに状況を把握する体制を整備して、リスク発生後の対応及び改善が迅

速・正確に反映ができるよう努めています。 

 

６．事務リスク管理態勢に係る取組み 

事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより

金融機関が損失を被るリスクのことです。 

各種事務手続きを整備し、自主点検、内部監査時の点検を行うことで事務リスクの削減に

努めています。 

また、事務研修会等を通じて、正確な事務処理の指導を行っております。 

 

７．システムリスク管理態勢に係る取組み 

システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備に伴

い金融機関が損失を被るリスク、さらにコンピュータが不正に使用されることにより金融機

関が損失を被るリスクのことです。当会では、コンピュータシステムの安定稼動のため、安

全かつ円滑な運用に努めるとともに、システムの万一の災害・障害等に備え、「システムリ

スク管理マニュアル」を策定しています。 

 

 

コンプライアンス(法令等)遵守の体制 

  国内外の社会経済情勢の変化や構造改革にともない、信用を使命とする金融機関においては、

企業倫理の確立とともに、レベルの高い遵法経営が求められております。 

  こうした中、本会は自己責任原則に基づく徹底した自己規律・自助努力のもと、法令等を遵

守し、会員等の皆様に対しての情報開示を通して、透明性の高い業務運営を行っていくため、

不断の努力を積み重ねております。 

 

１． 法令等遵守態勢・規程の整備 

  理事は理事会に積極的に出席し、業務執行の意思決定に参加しております。また、理事

会議事録は遅滞なく作成し、備え置いております。 

  監事は理事会に積極的に出席し、全漁連監査結果も参考にしながら、理事の執行状況を

監査しております。 

  なお、倫理要綱としての「コンプライアンス・マニュアル」を理事会で制定し、その内

容について研修会等を通じて常日頃より全役職員への周知を図っております。 

 

２． 機能チェック体制の整備 

  具体的な実践計画である「コンプライアンス・プログラム」を毎年度理事会の承認を得

て策定し、役職員へ周知徹底のうえ、倫理委員会の中で進捗状況の管理・評価を行ってお

ります。 
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また、不祥事や苦情等に対処するための体制を整備して日頃より対応に備えており、事

故防止の観点から、職員の職場離脱点検を徹底しております。 

 

金融ＡＤＲ制度への対応 

１．苦情処理措置の内容 

当会においては、組合員等の利用者の皆さまからのご相談・苦情等に対応するための業

務運営体制・内部規則を整備し対応致します。 

具体的には、 

 ①利用者サポート等管理責任者の設置 

 ②ご相談・苦情等総括責任者・担当者の設置 

を行い、利用者の皆さまからのご相談・苦情等については、誠実に受け付け、迅速かつ適

切に対応するとともに、必要に応じて関係部との連携を図り、相談・苦情等の迅速な解決

に努めます。 

 受け付けたご相談・苦情等については、苦情処理態勢の改善や、苦情等の再発防止策・

未然防止策に活用します。 

 

２．紛争解決措置の内容 

   苦情などのお申し出については、当会が対応致しますが、納得のいく解決ができず、利

用者の方が外部の紛争解決機関を活用して解決を図ることを希望される場合は、ＪＦマリ

ンバンク相談所を通じて弁護士会仲裁センターをご利用いただけます。（ＪＦマリンバン

ク相談所は、東京、第一東京、第二東京の3弁護士会と提携しており、紛争解決措置として

この3弁護士会をご紹介いたします）。 

   なお、利用者の皆さまが直接弁護士会に紛争解決を申し立てることも可能です。 

 

漁業者等の経営の改善のための取組の状況 

● 中小漁業者等の経営支援に関する取組方針 

当会は、漁業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む漁業者をはじめとする地

域のお客様に対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、金融機関として最も重要

な役割の一つであることを認識し、その実現に向けて取組んでおります。 

 

● 中小漁業者等の経営支援に関する態勢整備の状況 

当会では、金融円滑化にかかる対応措置を適切に把握し対応するため、関係役職員を構成

員とする「コンプライアンス委員会」等を設置し、金融円滑化の方針や施策の徹底に努め

ています。 

 

● 中小漁業者等の経営支援に係る取組状況 

漁業者等のお客様に対しては、漁業近代化資金等制度資金の活用をはじめ、各種資金に迅

速かつ適切に対応するとともに、経営相談・指導による金融の円滑化に対応できる人材の

育成と渉外体制の強化に取組んでおります。 
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役員等の報酬体系 

○役 員 

◇対象役員 

  開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象役員」は、理事及び監事をいいます。 

 ◇役員報酬等の種類、支払総額及び支払方法 

  役員に対する報酬等の種類は、基本報酬と退職慰労金の2種類で、平成25年度における対象

役員に対する報酬等の支払総額は、次のとおりです。 

  なお、基本報酬は所定日に振込み等の方法による現金支給のみであり、退職慰労金は、そ

の支給に関する総会決議後、所定の手続きを経て、基本報酬に準じた方法で支払っておりま

す。 

（単位：千円） 

 支給総額（注2） 

基本報酬 退職慰労金 

対象役員（注1）に対する報酬等 30,150 5,180 

（注1）対象役員は、理事12名、監事4名です。（期中に退任した者を含む。） 

（注2）退職慰労金については、当年度に実際に支給した額ではなく、当年度の 

   費用として認識される部分の金額（引当金への繰入額と支給額のうち当 

   年度の負担に属する金額）によっています。 

 

◇対象役員の報酬等の決定等 

  ①役員報酬（基本報酬） 

   役員報酬は、理事及び監事の別に各役員に支給する報酬総額の最高限度額を総会におい

て決定し、その範囲内において、理事各人別の報酬額については理事会において決定し、

監事各人別の報酬額については監事の協議によって定めています。なお、業績連動型の報

酬体系とはなっておりません。 

   この場合の役員各人別の報酬額の決定にあたっては、各人の役職・責務や在任年数等を

勘案して決定しております。 

 

  ②役員退職慰労金 

   役員退職慰労金については、役員報酬に役員在職年数に応じた係数を乗じて得た額に特

別に功労があったと認められる者については功労金を加算して算定し、総会で理事及び監

事の別に各役員に支給する退職慰労金の総額の承認を受けた後、役員退職慰労金規程に基

づき、理事については理事会、監事については監事の協議によって各人別の支給額と支給

時期・方法を決定し、その決定に基づき支給しております。 

   なお、この役員退職慰労金の支給に備えて、公正妥当なる会計慣行に即して引当金を計

上しております。 

 

○職員等 

 ◇対象職員等 

開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象職員等」の範囲は、当会の職員であっ

て、常勤役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当会の業務及び財産

の状況に重要な影響を与える者をいいます。 

  なお、平成25年度において、対象職員等に該当する者はおりませんでした。 

（注1）対象職員等には、期中に退職した者も含めております。 

（注2）「同等額」は、平成25年度に当会の常勤役員に支払った報酬額等の平均額としており
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ます。 

（注3）平成25年度において当会の常勤役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける 

 者はおりませんでした。 

 

○その他 

 当会の対象役員及び対象職員等の報酬等の体系は、上記開示のとおり過度なリスクテイクを

惹起するおそれのある要素はありません。したがって、報酬告示のうち、「対象役員及び対象

職員等の報酬等の体系とリスク管理の整合性並びに対象役員及び対象職員等の報酬等と業績の

連動に関する事項」その他「報酬等の体系に関し参考となるべき事項」として、記載する内容

はありません。 
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 本 会 の 組 織                         

会員数 

資 格 別 25年3月末 26年3月末 増  減 

正 会 員             81 80     1 

准 会 員              1  1     0 

合   計 82 81    1 

(注)減少は合併によるものです。 

 

役員 

  理事12名  監事4名                          （平成26年3月末現在） 

役職名 常勤･非常勤の別 氏     名 備   考 

代表理事会長 

副会長理事 

専 務 理 事 

理    事 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

代 表 監 事             

常 勤 監 事 

監    事 

〃 

常   勤 

非 常 勤 

常   勤 

非 常 勤 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

常   勤 

非 常 勤 

〃 

宝 沢        了 司     

樋  口  元  武 

山  代  勝  三 

黒    田    勝    敏 

米  田    輝  隆 

杉 本              壽 

中  島  克  之 

松  谷     愿 

濵  松  照  行 

吉    岡    照    明 

妹 尾        幸 光     

渡  邉  保  正 

久保河内    鎭  孝 

森     泰  博 

濱  浪  則  光 

由  田  巠  允 

員 外 

 

員 外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

員 外 
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組織機構図 
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店舗一覧(自動機器の設置状況) 

 

店 舗 名 所    在    地 代表電話番号 ATM 

本    店 

 広島市代理店 

 阿 賀 代 理 店 

 早田原代理店 

  安芸津代 理 店        

 大崎上島代理店 

 芸 南 代 理 店 

    吉名支所 

広島西支店       

  阿多田島代理店 

  く ば 代 理 店        

地御前支店       

江 能 支 店 

 美 能 代 理 店 

 沖 代 理 店 

鹿 川 代 理 店        

 大 原 代 理 店 

 深 江 代 理 店 

  大柿町代理店        

 東 江 代 理 店 

 江田島代理店 

音 戸 支 店             

 倉橋島代理店 

尾 道 支 店             

  瀬戸田代理店        

 三 原 代 理 店 

 山 波 代 理 店 

 浦 島 代 理 店 

 因島市代理店 

福 山 支 店             

 福山市代理店 

 千 年 代 理 店 

 横 島 代 理 店 

  田 島 代 理 店        

広島市中区大手町２－９－６ 

広島市南区出汐２－３－１ 

呉市阿賀南５－３－１６ 

東広島市安芸津町風早１３５１－３９ 

東広島市安芸津町三津５７９２－２ 

豊田郡大崎上島町沖浦１１３８－１ 

竹原市忠海東町１－４－２７ 

竹原市吉名町１－５ 

廿日市市沖塩屋３－４－２３ 

大竹市阿多田１０１５ 

大竹市玖波３－８－１３ 

廿日市市地御前５－１０－８ 

江田島市江田島町江南１－１－３５ 

江田島市沖美町美能１０１０ 

江田島市沖美町岡大王５５８ 

江田島市能美町鹿川４７７９－１ 

江田島市大柿町大原６１７４－６２ 

江田島市大柿町深江乙４４３－９ 

江田島市大柿町柿浦３１４７ 

江田島市江田島町小用３－３－４ 

江田島市江田島町宮ノ原２－２－１０ 

呉市音戸町北隠渡１－１２－４ 

呉市倉橋町１１９７４－２ 

尾道市土堂１－１６－４ 

尾道市瀬戸田町大字福田８９４－８ 

三原市古浜１－１１－１ 

尾道市山波町７０８－７５ 

尾道市浦崎町乙４１７５ 

尾道市因島土生町２５６－６ 

福山市鞆町鞆８４３－１ 

福山市水呑町３７６９ 

福山市沼隈町大字能登原２４９３－６ 

福山市内海町１１０２－１ 

福山市内海町イ２３６ 

(082)247－2301 

(082)251－5221 

(0823)71－7741 

(0846)45－0151 

(0846)45－0050 

(0846)63－0302 

(0846)26－2937 

(0846)28－0101 

(0829)55－0027 

(0827)53－7171 

(0827)57－7034 

(0829)36－1214 

(0823)40－0087 

(0823)47－0231 

(0823)48－0202 

(0823)45－2075 

(0823)57－2149 

(0823)57－2069 

(0823)57－2034 

(0823)42－0056 

(0823)42－3344 

(0823)52－2561 

(0823)54－0325 

(0848)21－5331 

(0845)27－0149 

(0848)62－3056 

(0848)37－4004 

(0848)73－3330 

(0845)22－0155 

(084)982－2386 

(084)956－1153 

(084)987－0423 

(084)986－2008 

(084)986－2304 

★ 

 

 

 

 

 

 
 

★ 
 

 

 

 

★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計4台 

(注)★印はＡТＭ設置店です。 

〔店舗外のＡＴＭ設置場所〕 

三高漁協内・内能美漁協内・尾道漁協内・吉和漁協内・倉橋西部漁協内・井口漁協内（計６

台） 

 

 

協同会社 

   該当ありません。 
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沿 革 ・ 歩 み                         

 

昭和  26 

 

 

  27 

  28 

  29 

  31 

  32 

  33 

  41 

  42 

  43 

  44 

 

  45 

 

  47 

 

  49 

  52 

 

  53 

  54 

 

  55 

 56 

  58 

  61 

    62 

  63 

平成   元 

   2 

 

   3 

 

4 

6 

創立総会開催(7月) 

設立登記完了(8月) 

業務開始(9月) 

全国漁業協同組合連合会設立､加入(10月) 

農林漁業資金貸付申請､受付開始(5月) 

広島県漁協貯蓄推進委員会発足(6月) 

広島県漁協婦人部連合会結成(7月) 

広島県水産会館落成(4月) 

鞆出張所業務開始(1月) 

全国漁協貯金1,000億円達成(12月) 

農林漁業金融公庫業務受託契約締結(12月) 

広島県漁協貯金10億円達成(3月) 

住宅金融公庫業務受託契約締結(4月) 

漁業近代化資金利子補給契約締結､取扱開始(12月) 

広島県漁協貯金20億円達成(3月) 

鞆出張所を福山支所に昇格､業務開始(11月) 

全国漁協信用事業相互援助基金加入(2月) 

広島県漁協貯金50億円達成(3月) 

全国漁協貯金5,000億円達成(3月） 

内国為替業務取扱開始(4月） 

国庫金振込事務取扱開始(6月） 

全国漁協貯金１兆円達成(3月） 

広島手形交換所加入(2月） 

全銀内国為替システム加盟(2月) 

NHK､日本電信電話公社収納事務取扱開始(9月） 

創立30周年記念式典挙行(10月) 

広島県漁協貯金200億円達成(3月) 

本支所間貯金業務ｵﾝﾗｲﾝｼｽﾃﾑ稼働                              (4月) 

全国漁協ｵﾝﾗｲﾝｾﾝﾀｰ設立総会(7月) 

広島県収納代理金融機関に指定(10月） 

全国漁協ｵﾝﾗｲﾝｼｽﾃﾑ開通(6月） 

全国漁協貯金２兆円達成(3月） 

福山地区漁協統信業務開始(6月） 

広島県漁協信用事業組織強化方策(1県1信)策定(7月） 

台風19号による天災資金適用政令発動(9月） 

広島県漁協貯金300億円達成(3月) 

漁協信用事業統合体                    (玖波町･大野町･大野･宮島)業務開始(8月） 
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平成  7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

12 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

16 

 

17 

20 

21 

 

22 

23 

 

 

24 

25 

「本支所」から「本支                    店」に名称変更(3月） 

漁協信用事業統合体                    (水呑町・田尻・鞆の浦・千年・横島)業務開始(8月) 

漁協信用事業統合体                    (音戸・瀬戸田・尾道・倉橋西部・田原・因島市・浦島・三原) 

業務開始(8～10月) 

漁協信用事業統合体                    (早田原・大柿町・美能・江田島・山波・内能美・幸崎・吉和） 

業務開始(7～2月) 

漁協信用事業統合体                    (地御前・阿賀・芸南・広島市・沖・東江・大原・大崎上島・ 

 倉橋島・井口・阿多田島・三高・深江)業務開始(7～2月) 

漁協信用事業統合体          (鹿川)業務開始(6月) 

貯金残高400億円達成(3月） 

創立50周年記念式典挙行(9月) 

漁協信用事業統合体(安芸津11月、田島3月)業務開始 

店舗の再編 

  大野、宮島代理店廃店(8月) 

  大野町支店を広島西支店へ名称変更(9月) 

  玖波支店を代理店に変更(11月) 

店舗の再編 

  大柿町支店を代理店に変更(4月) 

  尾道支店新店舗営業開始、瀬戸田支店を代理店に変更(5月) 

  内能美代理店廃店(3月)〈ATM店舗に移行〉 

店舗の再編 

  三高代理店廃店(9月) 〈ATM店舗に移行〉 

  田尻代理店廃店(10月) 

貯金残高500億円達成(3月） 

水呑町代理店を福山市代理店に店名変更(4月) 

セブン銀行ATM提携(11月) 

浦島代理店百島支所廃止(3月）、幸崎代理店廃止(12月) 

田原代理店廃止(3月） 

貯金残高600億円達成(6月) 

広島県おさなか朝市開催(3月） 

吉和代理店廃止(6月) 〈ATM店舗に移行〉 

創立60周年(9月) 

倉橋西部代理店廃止(3月）〈ATM店舗に移行〉 

貯金残高700億円達成(3月） 

店舗の再編 

コンビニATM2社（ローソン、eネット）提携(11月) 

福山市代理店廃店(2月) 〈直営店に移行〉 

井口代理店廃店(3月) 〈ATM店舗に移行〉 
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手 数 料 一 覧         

内国為替の取扱手数料                                      (平成26年3月末現在) 

 当会他店宛 他  行  宛 

 振込手数料              

ＡＴＭ 

ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ 

扱い 

電信 

(至急) 

扱い 

文書 

(普通) 

扱い 

ＡＴＭ 

ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ 

扱い 

(1件につき) 3万円以上 420円 0円 735円 630円 420円 

 3万円未満 210円 0円 525円 420円 
315円 

 1万円未満 105円 0円 420円 315円 

送 金 手 数 料              (1件につき) 420円 
 

840円 630円 
 

代金取立手数料(1通につき) 420円 840円 630円 

（注）上記手数料には消費税5％が含まれております。 

 

その他の諸手数料                                    (平成26年3月末現在) 

再 発 行 手 数 料 1件につき 

 組合員 員  外 

通 帳 315円 1,050円 

証 書 525円 1,050円 

キャッシュカード 525円 1,050円 

自己宛小切手発行手数料 1枚につき                       0円 

残高証明書発行手数料 1通につき 

 組合員 員  外 

随 時 発 行 210円 420円 

継 続 発 行 105円 210円 

（注）上記手数料には消費税5％が含まれております。 
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勧誘方針 

 

  本会は金融商品販売法の趣旨に則り、貯金、定期積金その他の金融商品の販売等の勧誘にあ

たっては、次の事項を遵守し、お客様の立場にたった勧誘に心がけ、より一層の信頼をいただ

けるよう努めてまいります。 

 

 

１．   お客様の商品利用目的、知識、経験、財産の状況及び意向を考慮のうえ、適切な金融商

品の勧誘と情報の提供を行います。 

 

２．   お客様に対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解していた

だくよう努めます。 

 

３．   不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、お客

様の誤解を招くような説明は行いません。 

 

４．   お約束のある場合を除き、お客様にとって不都合と思われる時間帯での訪問、電話によ

る勧誘は行いません。 

 

５．   お客様に対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。 

 

 

 

 


